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はははは じじじじ めめめめ にににに 

 

 わが国の発展を支えてきた社会経済システムが大きな変革期を迎えている中

にあって，地方分権の本格化やＩＴ革命の進展，一段と厳しさを増す財政状況

など，本県の行財政運営を取り巻く環境も大きく変化しています。 

 

 これからの分権時代は，それぞれの地域が自己決定・自己責任の原則のもと，

知恵と工夫を競う地域間競争の時代であります。 

 一方，本県の財政は，長引く景気の低迷を反映して，かつて経験したことの

ない危機的な状況にありますが，むしろこれを好機ととらえ，県民参画のもと

共に英知を出し合いながら，行財政システム全般にわたる抜本的な改革を押し

進めていく必要があります。 

 

 これまで，「茨城県行政改革大綱（Ｈ７～Ｈ９）」，「茨城県行財政改革大

綱（Ｈ１０～Ｈ１４）」に基づく改革を推進し，組織・定員のスリム化や財政

の健全化などに一定の成果を挙げてきましたが，その歩みを止めることなく更

なる改革に取り組んでいくため，県議会並びに茨城県行財政改革推進懇談会（幡

谷祐一会長）のご意見を踏まえ，平成１５年度から１７年度を推進期間とする

「茨城県第三次行財政改革大綱」を策定いたしました。 

 

 今回の大綱では，単に減量化を中心とした改革にとどまることなく，職員の

意識改革を徹底して進めながら，常に県民の視点に立って仕事の進め方や内容

を見直し，成果を重視した活力ある県民本位の県政をめざして，県民サービス

改革，分権改革，県庁改革，出資団体改革，財政構造改革の５つの改革プログ

ラムに取り組んでいくこととしました。 

 

  今後は，この大綱に基づき，全庁一丸となってこれらの改革を積極的に推進し，

「元気で住みよいいばらきづくり」に向けて努力してまいりますので，県議会

や県民の皆様のご理解とご協力をお願いします。 

 

    平成１５年３月 

 

                                       茨城県知事  橋本  昌 
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 ○これまでの行財政改革大綱 

   ・「行政改革大綱」   平成７年策定 

   （第一次）       [推進期間：平成７年度～平成９年度] 

    

   ・「行財政改革大綱」 平成１０年策定 

   （第二次）       [推進期間：平成１０年度～平成１２年度] 

                        平成１２年改定 

               [推進期間：平成１０年度～平成１４年度] 
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第１第１第１第１    行財政改革の基本的考え方行財政改革の基本的考え方行財政改革の基本的考え方行財政改革の基本的考え方  
 
１１１１    改革の背景改革の背景改革の背景改革の背景  
 ○  本県においては，これまで「茨城県行財政改革大綱」（平成１０年３月策 
 定、平成１２年２月一部改定）や「茨城県財政再建プラン」（平成１２年２
 月策定）に基づき，組織機構の簡素化や職員数の削減，事務事業の見直しな
 ど全庁一丸となって行財政改革に取り組んできました。 

      その結果，同大綱に掲げた９０の改革項目は概ね達成できる見通しとなっ 
 ています。 

 
 ○ 一方，現在の社会経済システムが大きな変革期を迎えている中にあって，
  本県の行財政運営を取り巻く環境も，以下に示すとおり急激に変化していま
  す。 
 
 （１）地方分権の本格化 
     平成１２年４月の地方分権一括法の施行以後，各地で様々な地方分権の 
  取組みが繰り広げられています。分権社会は，自己決定・自己責任のもと 
  地域の自由度が高まる一方で，それぞれの地域の政策形成力や創造力など 
  が問われる地域間競争の時代でもあります。県民，企業，市町村と連携し 
  ながら，県政の諸課題に積極果敢にチャレンジし，「茨城らしさ」を実現 
  していく体制づくりが求められています。 
                                                                      
 （２）ＩＴ革命の進展 
     急速な勢いで進展しているＩＴ革命は，社会経済システムや人々の生活 
  パターンを根底から変えようとしています。県行政においてもＩＴを積極 
  的に活用し，県民サービスの向上を図ることはもちろん，これまでの仕事 
  の進め方を根本から見直し，スピーディで効率的な業務体制を確立してい 
  くことが求められています。 
 
 （３）地域社会の活力の低下 
       長引く景気の低迷により，倒産や人員整理など，地域における産業や雇 
  用の情勢は一段と厳しくなっています。また，急速に進む少子・高齢社会 
  は，労働力人口の減少や国民負担の増大により，経済活力の低下をもたら 
  しかねないなど，社会経済全般へのさまざまな影響が懸念されています。 
  地域社会の活力を引き出し，持続的な発展を遂げていくための対応が求め 
  られています。 
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 （４）一段と悪化する財政状況                          
      依然として厳しい景気動向を反映して，県税収入が落ち込むなど本県財 
  政は一段と悪化しており，財政収支見通しによると，毎年巨額の財源不足 
  が見込まれています。県の財政構造を身の丈に合ったものに見直し，財政 
  再建に抜本的に取り組むことが求められています。 
   
○ 以上のような行財政運営を取り巻く環境の変化に，機動的，弾力的に対応 
していくためには，単に減量化を中心とした改革にとどまるのではなく，職
員の意識や仕事の進め方を県民の目線に立って根底から変え，行財政システ
ム全体を再構築していくことが不可欠です。 

   このような観点に立って，更なる改革を押し進め，県長期総合計画を着実 
に推進し，「元気で住みよいいばらきづくり」を実現していくため，「茨城
県第三次行財政改革大綱」を策定します。 

 
 
２２２２    改革の基本理念改革の基本理念改革の基本理念改革の基本理念  
    わが国のこれまでの発展を支えてきた社会経済システムが大きな変革期を迎
 え，社会全体の構造改革が求められています。行政においても，危機意識の欠
 如や前例踏襲，先送りといった体質から決別し，職員一人ひとりが常に県民の
 視点に立って，柔軟な発想で知恵を出し合い，何事にも積極果敢にチャレンジ
 し，県民にとってどれだけ効果が上がるかという成果を重視した，分権社会に
 ふさわしい自主的・自立的な行財政運営を確立していく必要があります。 
  このため，行財政改革の基本理念を， 
 

  成果重視の活力ある県民本位の県政の推進成果重視の活力ある県民本位の県政の推進成果重視の活力ある県民本位の県政の推進成果重視の活力ある県民本位の県政の推進   

 
  とします。 
 
 
３３３３    ３つの改革の視点３つの改革の視点３つの改革の視点３つの改革の視点  
    この基本理念のもと，次の３つを基本的な視点としながら改革に取り組みま  
す。 
 

＜視点＜視点＜視点＜視点    １＞１＞１＞１＞   県民本位のサービス提供県民本位のサービス提供県民本位のサービス提供県民本位のサービス提供   

 
   県民への行政サービスは，県民の負担（税金）がもとになっていることを 
    職員は十分に認識した上で，県民ニーズに的確に，スピーディに，わかりや 
    すく対応するなど，良質なサービスの提供に取り組みます。 
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そのために，コスト意識を徹底し，より効率的で，成果やマネジメントサ 
  イクル（PLAN［計画］―DO［実施］―SEE〔評価〕）を重視した行政体制   
 に転換していきます。 

 
 

＜視点＜視点＜視点＜視点    ２＞２＞２＞２＞   県民，市町村との連携・協働県民，市町村との連携・協働県民，市町村との連携・協働県民，市町村との連携・協働   

 
      これからの分権時代において県民一人ひとりがいきいきと活動できる協働 
    型社会が求められる中にあって，行政が県民本位のサービス提供に向けて徹 
底した意識改革を行っていくことはもちろんですが，県民においても一部に 
見られるような行政に依存しがちな姿勢を改め，主体的な参画・協働により 
必要な役割を担っていくことが重要です。    

 このため、県がやらなければならないこと，県でなければできないことを 
再点検し，県民やコミュニティ自身で行えること，市町村が取り組むべきこ 
となどについて，県民やコミュニティ，市町村等との間で十分に対話を重ね，
相互に連携しながら，役割を担っていく協働体制づくりに取り組みます。 

                                                             
 

＜視点＜視点＜視点＜視点    ３＞３＞３＞３＞      財政危機の克服財政危機の克服財政危機の克服財政危機の克服   

 
      県財政が危機的な状況にあるこのようなときこそ，県民参画のもと英知を 
結集し，行財政システム全般にわたる抜本的な改革を押し進めていく好機と 
とらえ直すべきです。    
こうした観点に立って，既存の施策について聖域なく見直しを行うととも 
に，真に必要な行政ニーズに対しては，限られた財源を重点的に配分してい 
く中で，直面する財政危機を克服していくことはもちろんのこと，中・長期 
的に持続可能で健全な財政構造の確立に取り組みます。 

 
 
４４４４    ５つ５つ５つ５つの改革プログラムの改革プログラムの改革プログラムの改革プログラム  

今回の大綱では，コスト意識や経営感覚といった職員の意識や県の仕事の進
め方全体についての改革を徹底的に行った上で，①県民サービス改革①県民サービス改革①県民サービス改革①県民サービス改革    ②分権②分権②分権②分権
改革改革改革改革    ③県庁改革③県庁改革③県庁改革③県庁改革    ④出資団体改革④出資団体改革④出資団体改革④出資団体改革    ⑤財政構造改革⑤財政構造改革⑤財政構造改革⑤財政構造改革の５つの改革プログラム
に取り組んでいきます。 

 
 
５５５５    改革がめざす将来像改革がめざす将来像改革がめざす将来像改革がめざす将来像  
 これらの改革を着実に進めていくことにより，県民，企業，市町村と県との
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新たなパートナーシップの強化や時代のニーズに適応した足腰の強い行財政基
盤を確立していきます。同時に， 

  ・ 保健・医療・福祉サービスの充実や子供を生み育てやすい環境整備な 
   ど，誰もが安心して健やかに暮らせる社会づくり 
  ・ 環境への負荷の少ない循環型社会への転換や災害・事故，犯罪への万全
   な対応など，安全に暮らせる生活環境づくり  
  ・ 心豊かな人材の育成や芸術・文化・スポーツ活動の推進など，個性と創
   造性に富む人づくり  
  ・ 競争力のある産業の育成や意欲を持って働ける雇用環境の整備など，魅
   力ある産業社会づくり  
  ・ 交通，情報通信のネットワークの整備や個性あるまちづくりなど，人・
   物・情報が行き交う活力に満ちた地域づくり 
  などの進展により，「元気で住みよいいばらきづくり」の実現をめざします。 
 
 
６６６６    推進期間推進期間推進期間推進期間  
    この大綱の推進期間は，平成１５年度から１７年度までの３年間とします。 
 
 
７７７７    推進状況の公表等推進状況の公表等推進状況の公表等推進状況の公表等  

行財政改革の実施に当たっては，少なからず地域への影響が出たり，相当の
痛みを伴うことも予想されます。これらを解決していくためには，県議会にお
いて条例の制定・改廃や予算などの審議を頂きながら，県議会と執行部が車の
両輪となって適切に対応していくとともに，県民の理解と協力を得ながら，そ
の参画と協働により改革を進めていくことが重要であります。 
このため，毎年度達成状況などをわかりやすく公表し，県議会や県民からの

意見を頂きながら改革を着実に推進していきます。 
なお，推進事項や数値目標については，その達成状況を踏まえ，毎年度ロー

リングを行い見直しをしていきます。 
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第２第２第２第２    ５つの改革プログラム５つの改革プログラム５つの改革プログラム５つの改革プログラム 

 

１１１１    県民サービス改革県民サービス改革県民サービス改革県民サービス改革    ～県民本位の行政サービスをめざして～～県民本位の行政サービスをめざして～～県民本位の行政サービスをめざして～～県民本位の行政サービスをめざして～ 

 
 県民本位の行政サービスを提供するためには，常に県民の視点に立って，
より質の高いサービスの提供を心がけるとともに，情報の共有により県政の
透明性を高め，県民の参画・協働による県政運営を進めていくことが重要と
なります。 

 

（１）県民サービス向上運動に取り組みます（１）県民サービス向上運動に取り組みます（１）県民サービス向上運動に取り組みます（１）県民サービス向上運動に取り組みます 

                                                                                －「お役所仕事」の打破－ 
 
○ 県民が満足できる行政サービスを提供するため，サービス向上のための
基本的な方針等を策定し，さらに職員の「気づき」による自己変革を進め
ることにより，全庁的な県民サービスの向上運動に取り組みます。 

 
《推進事項》 
県民サービス憲章等の作成・公表県民サービス憲章等の作成・公表県民サービス憲章等の作成・公表県民サービス憲章等の作成・公表 （平成１５年度） 
○ 事務処理の迅速化，応接の仕方，情報の積極的な提供など，県民サービス
向上に関して，県民向けに全庁的に取り組むべき基本的な方針を「（仮称）
県民サービス憲章」として作成，公表するとともに，許認可，相談業務等を
行っているそれぞれの窓口ごとに，提供するサービスの具体的な内容や事務
処理の標準的な時間，県民からの意見等への対応方法などを内容とする「（仮
称）県民サービス指針」を作成，公表します。 

 
県民サービス向上運動の推進県民サービス向上運動の推進県民サービス向上運動の推進県民サービス向上運動の推進 （平成１５年度～） 
○ 前例踏襲，先送りといった，いわゆる「お役所仕事」からの脱却，また時
間，費用に対するコスト意識の徹底に取り組みながら，各課所ごとに県民の
視点で行政サービス活動全般について常に点検・評価し，県民ニーズへの対
応力を高める仕組みや効果的・効率的な仕事の進め方，窓口サービスの改善
など，ワンランクアップをめざした県民サービスの向上運動を展開します。 

＜県民サービス向上運動の取組み例＞ 

・ 来庁者，電話での応対にあたっては，より｢早く｣，より｢分か
りやすく｣，より｢親切｣に対応します。また，誰にも｢公正｣，｢
的確｣に対応します。 

・ 県民からの相談，申請等が，複数の部・課に関連する場合に 
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 は，速やかに横の連携をとり，たらい回しをなくし，できる限
 りその場でサービス提供ができるよう対応を改善します。 
・ 許認可等や相談窓口の案内情報などを，よりわかりやすく提 
供できるよう，県のホームページ等を改善します。 
・ 公共施設の利用申込方法を簡素化します。 
・ 時間，費用に対するコストの効率化などの観点から，仕事の 
内容や業務プロセスを常に見直します。 

・ ご意見ボックスを設置し，県民からの評価，意見をいただき
ながら，常にサービス内容を点検・改善します。 

 

（２）県政情報を積極的に発信します（２）県政情報を積極的に発信します（２）県政情報を積極的に発信します（２）県政情報を積極的に発信します    －県民との情報共有－ 

    
○ 県政に関する情報を，県民に，よりわかりやすく，的確に，かつタイム
リーに提供できるよう，広報紙やインターネット，テレビ，あるいは職員
が直接伺うなど様々な方法により，積極的に発信し，県民との情報共有を
高めていきます。 

 
《推進事項》 

情報公開の推進情報公開の推進情報公開の推進情報公開の推進 
○ 県民が，情報をより入手しやすくなるよう，積極的に情報公開を推進して
いきます。 

 
○ インターネットを利用した情報の開示請求制度を導入します。 
 （平成１６年度～） 

 

政策広報の推進政策広報の推進政策広報の推進政策広報の推進 

○ インターネットで最新の政策情報や県政の動きをお知らせする「県政クロ
ーズアップ」や「県政ホットニュース」などを充実し，積極的に政策広報を
推進します。 

 
○ マスメディアなどを活用して情報を迅速・的確に発信するための研修を充
実することなどにより，職員一人ひとりが広報マンであるとの意識を高め，
戦略的な政策情報の広報に努めます。 

 
ＩＴを活用した広報の充実ＩＴを活用した広報の充実ＩＴを活用した広報の充実ＩＴを活用した広報の充実 
○ 県政に関する情報を動画や音声でわかりやすく提供する「インターネット
放送局」について，ブロードバンドネットワークを活用し，より高速の配信
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を行うなど県ホームページの一層の充実を図ります。 
 

＜目標＞ 

  県ホームページのアクセス数：年間５００万件 
 ［平成１４年１２月末現在アクセス数：約３０６万件］ 

 
○ 県の様々な情報を電子メールでお届けする「メルマガいばらき」について，
読者アンケートの実施など，メールの双方向性を活かして読者ニーズを把握
し，きめ細かな情報提供を進めます。 

 
＜目標＞ 

  メルマガいばらき登録読者数：３，５００人 
 ［平成１４年１２月末現在登録読者数：１，９０９人］ 

 
県政出前講座の充実県政出前講座の充実県政出前講座の充実県政出前講座の充実 
○ 県が重点的に取り組んでいる施策等を，県職員が集会や職場などに伺って
直接説明する県政出前講座について，県民のニーズ等に応じてテーマや内容
を見直すなど一層の充実を図ります。 

 
コスト情報の提供コスト情報の提供コスト情報の提供コスト情報の提供 
○ 行政活動のコストについて，県民にわかりやすくお知らせするため，これ
まで公表してきた行政コスト計算書に加え，新たに県の会館など主要な公共
施設について，運営経費などのコスト計算書を作成し，公表します。 

   （平成１４年度～） 
 

＜目標＞ 

 広く県民が利用する有料施設（県民文化センター，つくば国際 
会議場等４０施設程度）の全てについて作成・公表 

 
○ 各種イベントなどの行政活動に係るコストについても，ホームページに掲
載するなど情報提供を進めます。（平成１５年度～） 

 
審議会情報の公表審議会情報の公表審議会情報の公表審議会情報の公表 
○ 県の審議会等の審議内容について，県のホームページなどへの掲載を進め
ます。 

＜目標＞ 

 全ての審議会で審議内容等を公表（但し，個人情報等を除く） 
 ［平成１４年度現在：１９の審議会（９１審議会の２１％）で公表］ 
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県域デジタル放送の活用県域デジタル放送の活用県域デジタル放送の活用県域デジタル放送の活用 （平成１５年度～） 
○ 地上放送のデジタル化に伴い，平成１６年１０月を目途にＮＨＫ総合放送
において県域放送が開始されることから，県民生活に直結した各種情報に係
る番組が数多く放送されるようＮＨＫに提案していきます。 

 
 

（３）県民の参画・協働を進めます（３）県民の参画・協働を進めます（３）県民の参画・協働を進めます（３）県民の参画・協働を進めます －県民参画型の県政－ 

 
○ 現場主義による施策の充実を図るため，県民との直接的な対話の機会を
増やすとともに，県民の声を県政に反映させる仕組みを拡充します。 
○ 県が，県民ニーズへの対応を全てカバーするのではなく，県民・ボラン
ティア団体・ＮＰＯ・企業など多様な主体と協働し，社会全体で良質なサ
ービスを提供できる仕組みを整えていきます。 

 
《推進事項》 

県民と知事・職員との対話の充実県民と知事・職員との対話の充実県民と知事・職員との対話の充実県民と知事・職員との対話の充実 
○ 知事が一般公募による参加者から直接意見を聞く「明日の茨城を考えるつ
どい」などの取組みを充実します。 

 
○ 県民の関心が高い行政課題等について，関係部長等が県民との直接対話を
行う機会を設け，県民とのコミュニケーションを拡大します。 

（平成１５年度～） 
 
○ 職員が積極的に地域社会や業務の現場に出る機会を増やし，県民の生の声
を反映した施策の充実に努めます。 

 
計画等策定に当たっての県民意見の反映の充実計画等策定に当たっての県民意見の反映の充実計画等策定に当たっての県民意見の反映の充実計画等策定に当たっての県民意見の反映の充実 

○ 県の主要な事業計画等について，インターネット等を通じて計画作成時か
ら情報を公表し，県民からの意見を県の意思決定に反映させるよう努めま
す。 

 
インターネットモニター制度の導入インターネットモニター制度の導入インターネットモニター制度の導入インターネットモニター制度の導入 （平成１４年度～） 
○ 県政モニター制度について，新たにインターネットによりアンケート調査
を実施する制度を導入します。 

  ＊ 県政モニター制度は，県内外のモニターから県政に関して広く意見・要望を求め， 

県政に反映する制度です。 



 

－ 9 － 

 
県民意見データベースの導入・公開県民意見データベースの導入・公開県民意見データベースの導入・公開県民意見データベースの導入・公開 （平成１４年度～） 
○  県民から寄せられた意見や提言を積極的に活用するため，これらの情報の
処理や検索を迅速に行うデータベースシステムを導入します。 

 
○ 県民意見の県政への反映状況も含めて，県民意見データベースをホームペ
ージ上で公表します。 

 
審議会委員の公募審議会委員の公募審議会委員の公募審議会委員の公募 
○ 審議会について，その性格に応じて委員の一部公募制を導入します。（平
成１４年度～） 

 
＜目標＞ 

  審議会の１５％（１３審議会程度）で委員の一部を公募 
 ［平成１４年１２月末現在審議会数：９１］ 

  
○ 女性委員の積極的起用に努めます。 

 
 
 
  

＜目標＞ 

  女性委員の割合：３０％ 
 ［平成１４年３月末現在女性委員の割合：２４.４％］ 

 
公共施設サポーター制度の拡充公共施設サポーター制度の拡充公共施設サポーター制度の拡充公共施設サポーター制度の拡充 
○ 県民の共有財産である道路を「里子」に見立て，住民団体・ボランティア
等の「里親」が環境美化活動を行う道路里親制度について，平成１２年度か
らの試行を経て，平成１５年度から本格実施し，参加団体の拡大を図ります。 

 
＜目標＞ 

 道路里親制度参加団体数:６０団体程度に拡大 
 ［平成１４年度参加団体数：１８団体］ 

 
○ 公園・河川など他の公共施設の維持管理についても，公募等により住民団
体・ボランティア等が参加する仕組みを導入します。（平成１５年度から順
次実施） 

 
＜目標＞ 

 県営公園：公園サポーター制度を導入し，偕楽園など３公園 
      で実施 

 河  川：河川愛護活動（ボランティア団体等による河川清   
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      掃）への参加人員数を５３，０００人に拡大 
     ［平成１３年度参加人員：５０，１７９人］ 

 県民の森：県民の森にボランティア制度を導入し，奥久慈憩   
   いの森など３施設で実施（参加人員数100人程度）   

 
ボランティア団体・ＮＰＯ等との連携・協働ボランティア団体・ＮＰＯ等との連携・協働ボランティア団体・ＮＰＯ等との連携・協働ボランティア団体・ＮＰＯ等との連携・協働 
○ 環境，福祉，生涯学習，安全なまちづくりなどの各種分野で，事業活動へ
の参加や調査などの事業委託，イベントの共催など，ボランティア団体等と
の連携・協働をさらに進めます。 
＜連携協働の例＞ 
森林の植樹・下草刈りなどの森林保全，鳥獣の生息分布調査，河川の水質調査の委託，

霞ヶ浦の浄化，廃棄物不法投棄の監視，障害者向けパソコン研修，博物館等の各種イベ

ントの共催・企画展示協力，防犯コミュニティ活動等 

 
○ 連携・協働事業の事例集の作成や，事業の企画案を協議するフォーラムの
開催などにより，連携・協働を進めやすい環境づくりを推進します。 
（平成１４年度から順次実施） 

 
ボランティア団体・ＮＰＯ等への支援の充実ボランティア団体・ＮＰＯ等への支援の充実ボランティア団体・ＮＰＯ等への支援の充実ボランティア団体・ＮＰＯ等への支援の充実 
○ 「交流サルーンいばらき」において，ボランティア団体等の活動運営に対
する相談や交流の場を提供するほか，活動情報のインターネット掲載を拡充 

  するなど情報提供を充実します。 
 

＜目標＞ 

   地域活動団体情報掲載団体数：１，８００団体 
  ［平成１４年度現在：１，２９４団体］ 

 
○ ボランティア団体等の活動運営に関するアドバイザーの派遣（平成１５年
度～）や研修会の開催など活動支援策を強化します。 

 
○ 市町村担当課長会議などを通じて，ボランティア団体等の活動情報を周知
し，市町村との連携を支援します。 
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（４）電子県庁を実現します（４）電子県庁を実現します（４）電子県庁を実現します（４）電子県庁を実現します －ワンストップサービスの提供－ 

 
○ 県民サービスの一層の向上と許認可事務のスピードアップを図るため，
県民がインターネットを利用して，いつでも，どこでも，行政情報にアク
セスでき，また各種の申請・届出等がオンラインで行えるよう，双方向型
の行政運営システムの確立に取り組みます。 

○ 職員の意識改革を進め，仕事の進め方の抜本的な改善に取り組み，無駄
のない効率的な行政運営体制を確立していきます。 

 

アアアア    電子県庁を実現するための各システムの整備電子県庁を実現するための各システムの整備電子県庁を実現するための各システムの整備電子県庁を実現するための各システムの整備 

《推進事項》 

電子申請システムの整備電子申請システムの整備電子申請システムの整備電子申請システムの整備 
○ 自宅や会社などから，１回で，いつでも申請・届出などの手続を行うこと
ができるワンストップサービスを実現する電子申請システムを整備します。
（平成１６年度～） 

 
＜目標＞ 

 申請・届出手続数の８０％を電子化 
 
○ 各種申請書等について，県のホームページでの様式ダウンロードサービス
を充実します。（平成１４年度～） 

 
公共施設予約システムの整備公共施設予約システムの整備公共施設予約システムの整備公共施設予約システムの整備 （平成１５年度～） 
○ インターネットにより，県及び市町村のスポーツ施設などの空き情報を検
索し，予約・利用申込ができる公共施設予約システムを整備します。 

 
＜目標＞ 

 対象施設数：７９０施設（体育館，テニスコート等のスポーツ
       施設） 

 
建設ＣＡＬＳ／ＥＣの整備建設ＣＡＬＳ／ＥＣの整備建設ＣＡＬＳ／ＥＣの整備建設ＣＡＬＳ／ＥＣの整備 （平成１５年度～） 
○ 公共事業の調達手続きの透明性や公共施設の品質の確保，公共工事のコス
ト縮減を進めるため，建設ＣＡＬＳ／ＥＣを整備します。 
＊ 建設ＣＡＬＳ／ＥＣ（公共事業支援統合情報システム）とは，公共事業の設計，入札

等各プロセスで発生する情報を電子化し，関係者間での情報の交換・共有などを目的と

した仕組みです｡ 
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＜目標＞ 

  電子入札，電子納品 
  工事：３千万円以上の工事で実施（平成１９年度以降は全て
     の工事で実施予定） 
  測量，設計等：全ての業務で実施 

 
電子調達システムの整備電子調達システムの整備電子調達システムの整備電子調達システムの整備 （平成１６年度～） 
○ 競争性の確保，業務の効率化等を図るため，競争入札参加資格申請，入札
等の実施，入札情報公表等の一連のプロセスを電子的に処理する電子調達シ
ステムを整備します。 

 
＜目標＞ 

  電子調達：本庁での物品の調達（一括調達分）で１００％ 
      （平成１８年度以降出先機関へ拡大） 

 
総合文書管理システムの整備総合文書管理システムの整備総合文書管理システムの整備総合文書管理システムの整備 （平成１６年度～） 
○ 事務の迅速化とともに文書量の削減（ペーパーレス化）を図るため，文書
の収受から決裁，保存までを電子的に処理する総合文書管理システムを整備
します。 

 
＜目標＞ 

 文書のペーパーレス化：文書量を３５％削減(対平成12年度比） 
 
県税の電子申告制度の導入県税の電子申告制度の導入県税の電子申告制度の導入県税の電子申告制度の導入 （平成１７年度～） 
○ 納税者の負担の軽減等を図るため，国における電子認証制度の導入状況や
全国共通の電算システム開発の進捗状況を踏まえながら，法人二税，県たば
こ税について，電子申告の先行実施を進めます。 

 
 

イイイイ    業務プロセスの見直し業務プロセスの見直し業務プロセスの見直し業務プロセスの見直し 

《推進事項》 

業務プロセスの改善業務プロセスの改善業務プロセスの改善業務プロセスの改善 （平成１６年度～） 
○ 電子文書収受後のグループ内一斉閲覧による迅速な情報共有やグループ
内での一斉回議，事前閲覧が可能な電子決裁の導入などにより，ハンコ行政
からの脱却，決裁手続きのスピードアップを図ります。 
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＜目標＞ 

 決裁日数の短縮：１／３程度短縮 
 ［現在の本庁における起案から決裁までの平均日数：約５日］ 

 
○ 職階毎の決裁区分や合議先，業務手順等の見直しにより，庁内の意思決定
の迅速化を図ります。 

 
 

（５）規制の廃止・緩和や行政手続の簡素化を進めます（５）規制の廃止・緩和や行政手続の簡素化を進めます（５）規制の廃止・緩和や行政手続の簡素化を進めます（５）規制の廃止・緩和や行政手続の簡素化を進めます－規制改革－ 

 
○ 県民の利便性向上や手続きの簡素化，事業活動の活性化を図る観点から，
各種の規制について，毎年度定期的に点検・見直しを行うこととし，県の 
条例，規則，要綱等に基づく規制を廃止又は緩和するとともに，許認可申 
請等での添付書類の簡素化，押印の廃止等を進めていきます。 

 

《推進事項》 

県民，企業等に対する県条例等に基づく規制の廃県民，企業等に対する県条例等に基づく規制の廃県民，企業等に対する県条例等に基づく規制の廃県民，企業等に対する県条例等に基づく規制の廃止・緩和止・緩和止・緩和止・緩和 （平成１４年度～） 
○ 県条例等に基づく規制の総点検（290 条例等 1,437 事務）を実施します。 
 
○ 規制の廃止，許認可等の事前関与を事後関与に移行するなどより緩やかな
規制への移行，また許認可の有効期間の見直しなどを実施します。 

 
＜廃止・緩和する規制＞ 

 面積が1,000㎡以上の工業用地に工場を設置する場合の届出等
 の廃止（工業開発条例）など３７条例等８２事務（別紙１） 

 
行政手続の簡素化行政手続の簡素化行政手続の簡素化行政手続の簡素化 （平成１４年度～） 
○ 許認可申請等での類似申請が一回で済むよう手続きを簡素化するほか，申
請等での添付書類の削減，申請書等への押印の廃止を実施します。 

 
＜簡素化する手続＞ 

  クリーニング所の開設届出と完成検査申請を一回の手続きで済
 むようにするなど１９条例等２５事務（別紙２） 

 
○ 住民基本台帳ネットワークシステムの活用により，住民票添付が不要とな
る事務を拡大します。 
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＜住民票添付を不要とする事務＞ 

  平成14年度から対応している事務 
  ・自動車税の身体障害者への減免事務など１２事務（別紙３） 
  平成15年度以降対応が可能となる事務 
  ・一般旅券の新規発給，再発給事務など１６事務（別紙３） 
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２２２２    分権改革分権改革分権改革分権改革    ～市町村との新たなパートナーシップをめざして～～市町村との新たなパートナーシップをめざして～～市町村との新たなパートナーシップをめざして～～市町村との新たなパートナーシップをめざして～    
 
  地方分権の進展に伴い，住民に最も身近な自治体である市町村の果たす役割 
はますます重要になってきており，県においては，市町村が地域の実情に即し
た施策を主体的に行えるよう，県の関与を必要最小限のものにとどめるなど，
市町村と対等協力の関係を強化していくことが必要となっています。 

 
（１）市町村との対等協力の関係を強化します（１）市町村との対等協力の関係を強化します（１）市町村との対等協力の関係を強化します（１）市町村との対等協力の関係を強化します －市町村との二人三脚－     

○ 市町村が自主的・自立的な行政運営を行えるよう，県の市町村に対する関
与を毎年度定期的に点検・見直しを行い，その廃止・縮減を進めるとともに，
県と市町村との適切な役割分担に基づき，市町村と十分協議しながら権限
の移譲を進めていきます。 

○ 対等な人事交流や合同研修などの充実により市町村との交流・連携を深め
ます。 

 
《推進事項》 

市町村に対する県の関与の廃止・縮減市町村に対する県の関与の廃止・縮減市町村に対する県の関与の廃止・縮減市町村に対する県の関与の廃止・縮減（平成１４年度～） 

○ 県条例等に基づく市町村への関与や市町村に義務付けた事務の総点検（１７
７事務）を実施します。 

 
○ 市町村事務に関する県の協議や承認，県への届出，報告など県の関与につい
て，市町村の自主性の拡大の観点から見直しを行い，廃止・縮減を進めます。 

 
 ＜廃止・縮減する関与＞ 

 市町村施行土地区画整理事業の資金計画変更等に係る県との協議 
 の廃止など１２事務（別紙４） 

 

 
○ 申請書等を受理し県へ送付する経由事務や各種調査事務など市町村に義務付
けた事務事業について，市町村の事務負担の軽減を図る観点から見直しを行い，
廃止・縮減を進めます。 

 
 ＜事務負担の軽減を図る事務＞ 

 建築確認申請に係る市町村農業委員会の地目確認事務の廃止など 
 ２８事務（別紙４） 

 

 



 － 16 － 

市町村への権限移譲市町村への権限移譲市町村への権限移譲市町村への権限移譲 

○ 権限移譲は，市町村の規模や執行体制に応じ，①個別事務の移譲，②包括 
的な移譲，の２つの方式で進めていきます。 

 
○ 市町村への移譲事務の執行にあたっては，事務処理特例交付金により十分に 
財源措置を講じるとともに，適切な情報提供や助言を行い，市町村が円滑に移
譲事務を処理できるよう支援します。 

 
【個別事務の移譲】 
○ 事務処理の迅速化や一元化の観点から住民サービスの向上が図られる事務 
や、地域の実情に精通している市町村が行った方がより効果的と考えられる事
務等について，移譲を進めていきます。 

 
○ 住民からの申請を受理し県へ送付するなどの経由事務については，その元と 
なる許認可などの本体事務までをも市町村に移譲するなど，できる限り事務全
体を市町村で処理できるようにします。 

 
 ＜権限移譲する事務＞ 

 農地等の権利移動の許可など２１法令１２６事務 （別紙５） 
 ［平成１４年４月１日現在の移譲事務：３６法令３９５事務］ 

 

 
【包括的な移譲】 
○ 人口１０万人以上の市に対し，権限，財源，人材をセットで移譲する「まち 
づくり特例市制度」について，人口要件の引き下げを含め，指定を拡大してい
きます。（平成１４年度～） 
＜まちづくり特例市の概要＞ 
 ・移譲事務 市の申請に基づき，以下の３分野のうち２分野以上を選択 
   ①個性豊かなまちづくり（農地転用の許可，開発行為の許可など６法令６３事務） 
   ②住みよいくらしづくり（身体障害者手帳の交付など６法令１１事務） 
   ③活力ある産業づくり(各種計器類の立入検査など６法令１９事務） 
 ・指定要件 人口１０万人以上の市（合併した新市の場合は要件を「５万人以上」に緩和） 
 ・支援措置 権限受入経費の助成（２千万円）及び県職員の派遣 

      
 ＜平成１５年度指定予定＞ 

 つくば市，ひたちなか市 
 ［平成１４年度指定市 日立市，土浦市］ 
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対等な人事交流の推進対等な人事交流の推進対等な人事交流の推進対等な人事交流の推進     
○ 市町村と県との間で，対等の職層で，相互に政策形成に係る部門に職員を派 
遣し合うなど，対等な人事交流を推進します。 

 
 ＜目標＞ 

 人事交流の実施市町村数：１０市町村，１０人 
 ［平成１４年度実施市町村数：５市，５人］ 

 

 
市町村と県の合同研修の充実市町村と県の合同研修の充実市町村と県の合同研修の充実市町村と県の合同研修の充実     
○ 市町村と県それぞれの視点や考え方の相互理解を深めるとともに，双方の職 
員の政策形成能力，法務能力等の向上を図るため，市町村との合同研修を充実
します。 
＜取組状況＞ 
 政策法務実践講座など１０講座を合同研修として実施（平成１４年度） 

 
市町村との情報通信ネットワークの整備・活用市町村との情報通信ネットワークの整備・活用市町村との情報通信ネットワークの整備・活用市町村との情報通信ネットワークの整備・活用 （平成１５年度～） 
○ 市町村・県・国を相互に結ぶ総合行政ネットワーク（ＬＧＷＡＮ）の活用に 
より，市町村と県の間の申請・届出，各種調査，通知など文書交換の迅速化を
進めます。 

 
 
（２）市町村合併を推進します（２）市町村合併を推進します（２）市町村合併を推進します（２）市町村合併を推進します    －市町村行財政基盤の強化－－市町村行財政基盤の強化－－市町村行財政基盤の強化－－市町村行財政基盤の強化－     

○ 市町村が，多様化する住民のニーズに的確に対応していくためには，その 
 行財政基盤を強化する必要があり，市町村合併は避けて通れない課題となっ 
 ています。このため，県としては，市町村合併支援プランに基づき，自主的 
 な市町村合併を積極的に推進します。 

 
《推進事項》 

市町村合併の推進市町村合併の推進市町村合併の推進市町村合併の推進     
○ 合併重点支援地域の拡大を図るとともに，茨城県市町村合併支援プランに基 
づき，住民参加による自主的な市町村合併への取組みを総合的かつ積極的に支
援します。なお，これらの支援は，市町村合併に対する各種の特例などを定め
た「市町村の合併の特例に関する法律」の期限と合わせ，平成１７年３月まで
の措置とします。 
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＜市町村合併支援プランの概要＞ 
 ・新しい地域づくり推進活動費補助事業（民間団体の取組みへの支援）(平成１５年度限り） 
 ・法定合併協議会事務局への県職員の派遣 
 ・合併後の新市への権限移譲（まちづくり特例市） 
 ・合併特例交付金（一の合併関係市町村につき２．５億円を交付） 
 ・新市町村づくり支援事業（新市町村に対し１０億円を限度に県事業（補助事業）を実施） 
 ・市町村振興資金の貸付（金利の優遇措置） 
 ・県事業の重点実施（道路、下水道等各分野における事業の優先採択、重点投資） 
（参考）国の支援策の概要 
  ・合併準備補助金（法定合併協議会を設置した市町村に対する財政措置） 
  ・合併市町村補助金（新市町村の建設計画に位置付けられた事業に対する補助金） 
  ・合併算定替（合併後の一定期間における普通交付税の特例） 
  ・合併特例債（新市町村の建設計画に基づいて行う建設事業等に係る地方債の特例） 
 
＜これまでの取組み状況＞ 
 平成１２年１２月 茨城県市町村合併推進要綱策定（市町村合併パターンの提示等） 
 平成１３年 ２月 茨城県市町村合併推進本部設置 
 平成１３年 ４月 潮来市誕生（潮来町が牛堀町を編入・市制施行） 
 平成１４年 ６月 茨城県市町村合併支援プラン策定 
 平成１４年１１月 つくば市合併（つくば市が茎崎町を編入） 
 
＜合併協議会設置状況等＞（平成１５年３月１日現在） 
 ８３市町村のうち協議会・研究会等を設置している市町村の数：７８市町村（全体の94.0％） 
 法定協議会：常陸太田市・金砂郷町・水府村・里美村合併協議会など４協議会 
 任意協議会：大宮町・山方町・美和村・緒川村・御前山村合併推進協議会など３協議会 
 合併重点支援地域：麻生町・北浦町など７地域 
 
 

（３）国との関係の見直しに取り組みます（３）国との関係の見直しに取り組みます（３）国との関係の見直しに取り組みます（３）国との関係の見直しに取り組みます    
－国と県の対等協力関係の強化－－国と県の対等協力関係の強化－－国と県の対等協力関係の強化－－国と県の対等協力関係の強化－ 

 
○ 真の分権社会を実現するためには，地方が住民にとって最適な施策を決定 
できる自由度を高め，行政ニーズに見合う十分な税財源を確保していくこと
が不可欠です。このため，本県独自あるいは全国知事会等を通じた提案・要
望活動を強化し，国に対し権限の移譲や関与の廃止・縮減，地方税財源の充
実強化などを積極的に提案していきます。  
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《推進事項》 

県への権限移譲県への権限移譲県への権限移譲県への権限移譲   
○ 職業紹介や土地利用などの権限について，地方への移譲を国に対し提案して
いきます。 

 
 ＜権限移譲を求める事務＞ 

 職業紹介など２０事務（別紙６） 
 

 
県に対する関与の廃止・縮減県に対する関与の廃止・縮減県に対する関与の廃止・縮減県に対する関与の廃止・縮減  
○ 県の事業，計画決定などにかかる国との協議の義務付けや県の組織等に対す
る必置規制など国の関与について，その廃止・縮減を提案していきます。 

 
 ＜見直しを求める関与＞ 

 ２ha超４ha以下の農地転用許可に係る国との協議など２０事務（別 
 紙７） 

 

 
社会資本整備に係る国・地方の役割分担の見直し社会資本整備に係る国・地方の役割分担の見直し社会資本整備に係る国・地方の役割分担の見直し社会資本整備に係る国・地方の役割分担の見直し  
○ 現在の社会資本の整備の仕組みは，例えば国が直轄事業により整備した港湾
施設について地方公共団体が管理を行うなど，整備主体と管理主体が一致して
いないことにより，運営に支障が生じているケースが見受けられます。このた
め，国と地方それぞれが自らの責任と負担で社会資本を整備し，管理運営まで
をも一貫して行う仕組みを構築する必要があり，こうした国・地方の役割分担
の見直しについて国に対し要請していきます。 

 
地方税財源の充実・強化地方税財源の充実・強化地方税財源の充実・強化地方税財源の充実・強化     
○ 県が自主的・自立的に地域の課題を解決していくために必要な地方税財源の
充実強化方策について，国に対し提案していきます。 

  ※詳細は「５財政構造改革（４）地方税財源の拡充」の項参照 
 
県のあり方の研究県のあり方の研究県のあり方の研究県のあり方の研究     
○ 今後の県内の市町村合併の進捗を踏まえ，国・県・市町村の役割の再整理を
行いながら，「都道府県合併」，「道州制」をも含め，地方行政制度のあり方
についての研究を進めます。 
＜分権社会における県の役割＞ 
  分権社会においては，住民に身近な事務は，住民に最も身近な市町村で行うことが基本で

あり，都道府県は，市町村を包括する広域の地方公共団体として，地域における事務のうち，
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広域にわたるもの，市町村に関する連絡調整に関するもの，その規模又は性質において一般

の市町村が処理することが適当でないと認められるものを処理することとされています。 
  このような考え方のもと，本県においては，今後，特に以下のような役割を重点的に担っ

ていく必要があります。 
 
① 市町村の区域を越えた広域的課題への対応 
 ア 広域的かつ一体的な施設・ネットワーク等の整備 
  例:道路・鉄道・港湾・空港など広域交通網の整備,高速大容量情報通信ネットワークの

整備，広域観光ルートの設定等 
 イ 事業効果が広域に及ぶ事業・施設の整備 
  例：産学官の連携による産業振興，企業誘致，雇用対策，職業能力開発，拠点的な地域

整備，広域公園の整備，大規模なスポーツ・文化施設の整備等 
 ウ 広域的に移動するものに対する規制等 
  例：大気，水など環境に対する監視・規制，食品の安全対策，感染症対策等 
 エ 広域的な資源の再配分・調整 
  例：水資源対策，広域水道事業等 
② 市町村に対するサポート・コーディネート 
 ア 市町村間の施策の調整を必要とする広域計画の策定等 
  例：高齢者の保健福祉計画，医療圏の設定，都市計画マスタープランの策定，都市計画

    区域の設定，県土全体の土地利用基本計画の策定等 
 イ 一定の行政水準を確保するために必要な市町村への支援 
  例：情報通信格差を是正する事業，福祉施設の整備等への補助，市町村道整備等の過疎

    代行事業 
 ウ 市町村の行政体制整備等に対する支援 
  例：市町村の人材育成への支援，市町村合併の支援，事業・施策等に関する情報提供等 
③ 専門的・高度な行政課題への対応 
 ア 専門性の高い行政サービスの提供 
  例：高度な試験研究，先端的な科学技術の振興，重度心身障害などの福祉サービス，難

病対策や高度救急医療，がん対策などの医療サービス等 
 イ 非常時の危機管理体制の整備 
  例：原子力の安全対策，大規模災害・特殊災害への対応等 
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３３３３    県庁改革県庁改革県庁改革県庁改革    ～成果を重視した効率的な行政運営をめざして～～成果を重視した効率的な行政運営をめざして～～成果を重視した効率的な行政運営をめざして～～成果を重視した効率的な行政運営をめざして～ 
 

 仕事に対する使命感を強く持ち，仕事の進め方や県庁の仕組みを常に見直
していくことが重要です。このため，職員の意識改革や組織の活性化に徹底
して取り組むとともに，よりよい行政サービスを効率的に提供していくため
の組織体制の再構築を進め，さらに，民間経営手法を有効に活用することに
より，成果を重視した効率的な行政運営を行っていく必要があります。 

 
 
（１）職員の意識改革を徹底し，組織を活性化します（１）職員の意識改革を徹底し，組織を活性化します（１）職員の意識改革を徹底し，組織を活性化します（１）職員の意識改革を徹底し，組織を活性化します 
                                                                                    －さらなる改革意欲－ 
 
○ 職員一人ひとりが，「県民全体の奉仕者」としての自覚や十分なコスト
意識を常に持って行政サービスに努めるとともに，新しい柔軟な発想で積
極果敢にチャレンジしていくよう，職員の意識改革を徹底します。 

○  職員が個々に持つ能力を最大限に発揮できるようにするとともに，職員
がやりがいを持ち，勤務意欲の向上が図られるよう「茨城県人材育成基本
方針」（平成１２年３月策定）に沿って適切な人事政策を推進し，組織の
活性化を図ります。 

○  職員には，これまで以上に政策形成能力や法務能力が求められるため，
職員研修や民間企業への派遣研修等を充実するなど，職員の能力開発に努
めます。 

 
《推進事項》 
 
意識改革のための研修の充実意識改革のための研修の充実意識改革のための研修の充実意識改革のための研修の充実（平成１５年度～） 
○ 「住民と行政との協働推進セミナー」，「企業に学ぶセミナー」などの従
来の研修に加え，新たに「部課長のための意識改革講座」，「行政経営品質
向上講座」，「コーチング能力開発研修」などを実施し，職員の意識改革の
ための研修を充実します。 

 
目標チャレンジ制度の導入目標チャレンジ制度の導入目標チャレンジ制度の導入目標チャレンジ制度の導入（平成１５年度～） 
○ 組織の使命や目標について，課所単位での対話を活発化し，情報の共有化 
を通じ，職員が組織目標の達成に向けて主体的に取り組み，業務を効果的に
遂行できるよう目標チャレンジ制度を導入します。 

 
 ＜目標チャレンジ制度の概要＞ 

目標設定：部局，課所において当該年度に重点的に取り組む目 
     標等を設定（４～５月）  
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達成度評価（自己及び部課長による）：中間評価（１０月），最 
                  終評価（３月）を実施  

 
 人事評価制度の見直し人事評価制度の見直し人事評価制度の見直し人事評価制度の見直し （平成１７年度～） 
○  国の公務員制度改革を踏まえつつ，能力主義・実績主義に基づいた人事制 
度を実現するため，加点方式を重視するなど人事評価制度を見直します。 

 
予算節約の奨励予算節約の奨励予算節約の奨励予算節約の奨励  
○  職員のコスト意識を高めるため，創意工夫により予算執行額を節約した場 
合に，その一部を翌年度の予算として有効に活用できる予算節約奨励の仕組
みを実施します。 

 
政策研究成果の施策化政策研究成果の施策化政策研究成果の施策化政策研究成果の施策化 （平成１５年度～） 
○  若手職員グループが政策提案を行う政策研究講座について，実施期間や評 
価方法を見直したうえで，優れた研究成果の施策化を推進します。 

 
職員提案の活性化職員提案の活性化職員提案の活性化職員提案の活性化 （平成１５年度～） 
○  職員から施策のアイディアを募集し，優れた提案については提案者を担当 
課所へ配置換するなど，職員提案の活性化により新規の施策化を推進します。 

 
庁内公募の拡充庁内公募の拡充庁内公募の拡充庁内公募の拡充  
○  新たに技術職員の専門能力を高める業務を対象に加えるなど公募対象業務 
を増やし，庁内公募を拡充します。 

 
 ＜目標＞ 

 庁内公募対象業務数：２０業務 
 ［平成１４年度対象業務数：５業務］ 

 

 
スペシャリストの育成スペシャリストの育成スペシャリストの育成スペシャリストの育成 （平成１７年度～） 
○  専門的知識・経験等を備えた人材を配置する必要のある行政分野の検討を 
行い，スペシャリストの育成のためのジョブローテーションを実施していき
ます。 

 
女性職員の登用の促進女性職員の登用の促進女性職員の登用の促進女性職員の登用の促進  
○  男女共同参画社会の形成の観点から，女性職員の幅広い分野への配置や研 
修機会の拡大を進め，登用を促進するなど，女性職員の意欲と能力を積極的
に活用します。 

 
 



－  － 23 

民間企業等への派遣研修の充実民間企業等への派遣研修の充実民間企業等への派遣研修の充実民間企業等への派遣研修の充実  
○  コスト意識や専門的知識，国際感覚等を身につけた職員の育成を図るため， 
新たな派遣先を開拓するなど，民間企業等への派遣研修を充実します。 

 
○ 先進的な行政手法や幅広い視野・経験を身につけるため，国，他の都道府 

  県，市町村との間の人事交流を積極的に推進します。 
 
 ＜目標＞ 

 民間企業，他の行政機関等への派遣者数：３５人 
 ［平成１４年度派遣者数：２２人］ 

 

 
政策形成能力向上のための研修の強化政策形成能力向上のための研修の強化政策形成能力向上のための研修の強化政策形成能力向上のための研修の強化  
○  政策研究講座を充実するほか，ディベート（討論）を取り入れた行政課題 
研究や政策評価能力スキルアップ講座，政策法務実践講座に加え，ＩＴ，地
域経済活性化等直面する行政課題をテーマに据えた講座を実施します。 

 
自己研鑽，自己啓発の環境づくり自己研鑽，自己啓発の環境づくり自己研鑽，自己啓発の環境づくり自己研鑽，自己啓発の環境づくり  
○  職員の意欲，主体性を高揚し，職員一人ひとりが自己啓発に取り組みやす 
い職場環境づくりを進めるため，総実勤務時間の短縮や通信研修受講等の支 

    援を推進します。 
 
 ＜目標＞ 

 通信研修助成対象講座の拡大,受講者数の増：計画人数１００人 
 ［平成１４年度対象講座数，受講者数：３９コース，７３人］ 

 

 
 
（２）多様な人材を確保します（２）多様な人材を確保します（２）多様な人材を確保します（２）多様な人材を確保します －民間人等の起用－－民間人等の起用－－民間人等の起用－－民間人等の起用－  

 ○  試験研究機関や専門的な知識経験を有する人材を必要とする課所に，民 
間などの外部の人材を受け入れ，多様な人材の確保・活用を推進し，県の 
研究活動や組織の活性化を図ります。 

 
 
《推進事項》 
 
任期付研究員採用制度の活用任期付研究員採用制度の活用任期付研究員採用制度の活用任期付研究員採用制度の活用（平成１５年度～） 
○  試験研究機関における研究活動の活性化を図るため，任期付研究員採用制 

   度を効果的に活用し，専門的な知識経験を持つ多様な人材を確保します。 
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 ＜目標＞ 

 任期付研究員数：５名 
 

 
任期付職員採用制度の導入任期付職員採用制度の導入任期付職員採用制度の導入任期付職員採用制度の導入（平成１５年度～） 
○  高度の専門性が求められる行政ニーズなどに対応するため，民間などの外 
部から専門的な知識経験を持つ人材を任期を定めて採用できる任期付職員採
用制度を導入します。（関係条例を平成１５年第１回定例会に提案） 

 
 
（３）課題に柔軟かつ的確に対応する体制を整えます（３）課題に柔軟かつ的確に対応する体制を整えます（３）課題に柔軟かつ的確に対応する体制を整えます（３）課題に柔軟かつ的確に対応する体制を整えます 
                                                                                                    －総合行政の推進－－総合行政の推進－－総合行政の推進－－総合行政の推進－     

○ 県の重要な政策や新たな行政ニーズに柔軟かつ的確に対応する組織体制 
 を整備するとともに，スリムな行政運営体制を確立するため,スクラップ・ 
 アンド・ビルドを基本として組織機構を再構築します。 
○ 組織機構の再構築に当たっては，市町村合併の進展等の社会経済情勢の 
変化を踏まえつつ，国や市町村，民間等との役割分担を明確にしながら， 
県民にとってわかりやすい体制をめざし，不断の見直しを行います。 
○ 複数の部局等に関わる緊急又は臨時の行政課題に機敏に対応するための 
体制整備を進めます。 
○ 中学校卒業者の減少と社会の急激な変化や生徒の多様化に対応するた 
め，県立高等学校の再編整備を進めます。 

   ＜取組状況＞ 
      ・本庁組織 
      （Ｈ１０）８部２局８１課→（Ｈ１４）７部１局７１課 
       削減数：▲１部１局１０課 
     ・出先機関 
      （Ｈ１０）１３４所４１支所→（Ｈ１４）１２０所４１支所 
       削減数：▲１４所 
 
 アアアア    本庁組織の再構築本庁組織の再構築本庁組織の再構築本庁組織の再構築 
  
《推進事項》 
 
 総合的な政策調整機能の強化総合的な政策調整機能の強化総合的な政策調整機能の強化総合的な政策調整機能の強化  

○ 少子高齢対策や産業活性化対策など，複数の部局に関連する行政課題が 
増大している状況に対応するため，政策幹部会議や部局横断的な推進本部
の積極的な活用を図るとともに，先端的な政策分野に関する調査・研究に
積極的に取り組み，戦略的な県政運営を推進します。 
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 科学技術振興体制の強化科学技術振興体制の強化科学技術振興体制の強化科学技術振興体制の強化（平成１５年度） 
○ つくば地区や日立地区，東海・那珂地区などにおける全国有数の高度な 
科学技術の集積を，産業の振興や県民生活の向上，科学教育の充実などに
結びつけるとともに，サイエンスフロンティア２１構想や知的特区構想な
どを推進することにより，日本をリードする科学技術立県をめざすため，
科学技術振興体制を強化します。 

 
 ・企画部に「科学技術振興監」を設置（平成１５年４月） 

・商工労働部商工政策課に「産学連携推進室」を設置（平成１ 
 ５年４月） 

 

 
 拠点地域整備の執行体制の一元化拠点地域整備の執行体制の一元化拠点地域整備の執行体制の一元化拠点地域整備の執行体制の一元化 （平成１５年度） 

○ 今後の県勢発展を支える「つくばエクスプレス沿線地域」や「ひたちな 
か地区」におけるまちづくりや産業立地を総合的に推進するため，執行体
制を一元化します。 

 
 ・企画部に，新線・つくば調整課，新線沿線整備課及びひたち 

 なか整備課の３課から構成されるつくば・ひたちなか整備局 
 を設置（平成１５年４月） 

 

 
 食の安全推進体制の整備食の安全推進体制の整備食の安全推進体制の整備食の安全推進体制の整備（平成１５年度） 

○ 県民の食の安全に対する関心の高まりを踏まえ，食品や農林水産物につ 
いて生産・流通面における安全性を確保するため，食の安全推進体制を整
備します。 

 
 ・保健福祉部生活衛生課に「食の安全対策室」を設置（平成１ 

 ５年４月） 
・大規模保健所（５所）に「食の安全主査」を設置（平成１５ 
 年４月） 
・農林水産部園芸流通課に「農産物安全対策担当技佐グループ」 
 を設置（平成１５年４月） 

 

 
 青少年行政・男女共同参画行政等の執行体制の見直し青少年行政・男女共同参画行政等の執行体制の見直し青少年行政・男女共同参画行政等の執行体制の見直し青少年行政・男女共同参画行政等の執行体制の見直し（平成１５年度） 

○ 現在，知事部局と教育委員会とがそれぞれに実施している青少年行政や 
男女共同参画行政等の業務については，執行体制を再整理し，県民に対し
て総合的な行政サービスが提供できる体制を整えます。 
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 ・青少年行政及び男女共同参画行政について，知事部局女性青 
 少年課と教育庁生涯学習課の分掌事務の見直しを実施（平成 
 １５年４月） 

 

 
 付属機関の見直し付属機関の見直し付属機関の見直し付属機関の見直し  

○ 審議会等の付属機関については，開催実績や必置規制緩和の状況を踏ま 
え，類似する付属機関の統廃合を含め，見直しを行います。 

 
 ・商工審議会，観光審議会，職業能力開発審議会を統合し，商 

 工労働観光審議会を設置（平成１５年４月） 
  （関係条例を平成１５年第１回定例会に提案） 

 

 
 
 イイイイ    出先機関の再構築出先機関の再構築出先機関の再構築出先機関の再構築 
 
 《推進事項》 
 
 市町村合併の進展等を踏まえた出先機関の見直し市町村合併の進展等を踏まえた出先機関の見直し市町村合併の進展等を踏まえた出先機関の見直し市町村合併の進展等を踏まえた出先機関の見直し  

○ 出先機関については，市町村合併の進展や必置規制の緩和状況等を踏ま 
え，設置数や管轄区域の見直し・検討を進めます。 

 
 本庁と出先機関の役割の見直し本庁と出先機関の役割の見直し本庁と出先機関の役割の見直し本庁と出先機関の役割の見直し  

○ 県民に直結した事務，地域性の高い事務及び全県的な調整の必要のない 
事務等については，引き続き，出先機関に対して権限移譲を進め，その機
関で事務処理が完結するようにします。 

   ＜取組状況＞ 
        平成１４年４月１日現在の出先機関への移譲事務：３６９項目１，９６８事務     
 

○ 一方，出先機関において事務処理が完結しない事務で迅速性が求められ 
るものについては，本庁と出先機関で事務手続きが重複しないよう，むし
ろ本庁に一元化するなどにより迅速な処理を図ります。 

 
 保健所と福祉事務所の再編保健所と福祉事務所の再編保健所と福祉事務所の再編保健所と福祉事務所の再編  

○ 福祉事務の市町村への権限移譲や保健医療計画の改訂，さらには，市町 
村合併の進展等を踏まえつつ，保健・福祉・医療の連携強化による県民利
便の向上を図るため，保健所と福祉事務所の再編について検討します。 

 
 県立社会福祉施設の見直し県立社会福祉施設の見直し県立社会福祉施設の見直し県立社会福祉施設の見直し  

○ 県立社会福祉施設については，今後は，法令により設置が義務づけられ 
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ているもののほか，先駆的で高度なサービスを提供する必要がある分野で
の整備を主体に進めるものとし，民間社会福祉施設と機能的に競合する施
設などについては，民間施設の整備充実の状況を踏まえ，入所者の処遇に
配慮しながら，民間委託化や施設の廃止を含めて，その管理運営体制及び
入所定員などについて見直します。 

 
 ・民間児童養護施設の整備状況を踏まえた県立友部みどり学園 

 の廃止（平成１５年４月） 
・県立内原厚生園を県立コロニーあすなろに再編統合し，県立 
 あすなろの郷として一体的に整備（平成１５年４月） 
・県立長生園の民間移管等の検討 
・県立身体障害者（児）施設の再編統合の検討 等 

 

 
 小規模な出先機関等の見直し小規模な出先機関等の見直し小規模な出先機関等の見直し小規模な出先機関等の見直し  

○ 小規模な出先機関や行政客体が減少している出先機関については，行政 
運営の簡素・効率化の観点から，類似機関への統合や廃止を含め，そのあ
り方について見直します。 

 
 ＜廃止する出先機関＞ 

・職員東京宿泊所の廃止（平成１５年４月） 
＜統合する出先機関＞ 
・農業総合センター園芸研究所蚕糸昆虫研究室（支所）を園芸 
 研究所本所に移転統合（平成１５年４月） 
・県立水戸看護専門学院を県立中央看護専門学院へ統合（平成 
 １６年４月） 等 

 

  
ウウウウ    緊急又は臨時の行政課題に機敏に対応するための体制整備緊急又は臨時の行政課題に機敏に対応するための体制整備緊急又は臨時の行政課題に機敏に対応するための体制整備緊急又は臨時の行政課題に機敏に対応するための体制整備 
 
 《推進事項》 
 
 推進本部等の活用推進本部等の活用推進本部等の活用推進本部等の活用  

○ 複数の部局等に関わる緊急又は臨時の行政課題が生じた場合には，速や 
かに対策本部等を設置するなど，総合的に課題に対応できる全庁的な体制
を整えます。 

    ＜推進本部等の設置事例＞ 
         ・緊急経済対策本部 
     ・危機管理対策本部 
     ・ＪＣＯ事故対策本部 
     ・牛海綿状脳症対策本部 
     ・食品の安全確保推進委員会  等 
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 エエエエ    教育委員会の見直し教育委員会の見直し教育委員会の見直し教育委員会の見直し    
 
 《推進事項》 
 
 県立高等学校の再編整備県立高等学校の再編整備県立高等学校の再編整備県立高等学校の再編整備（平成１５年度～） 
○ 高等学校審議会の答申を踏まえ，学校の規模・配置の適正化，学科改編， 
総合学科・単位制高等学校，中高一貫教育校など新しいタイプの高等学校へ
の改編等を考慮し，学校の統合を含めた再編整備を着実に進めていきます。 

 
 ＜県立高等学校再編整備の概要＞ 
  県立高等学校の学校数（見込み） 
             年度 
項目 

14年度  前期実施計 
 画完成時 

（参考）後期実 
 施計画完成時 

全県立高等学校数 111校 106校 96校程度 
全日制課程の単位制高等学校 1校 5校 10校程度 
総合学科の高等学校 1校 6校 10校程度 

 

上記 
 
の内 定時制課程の単位制高等学校 1校 2校 4校程度 

 

 

 （前期実施計画：平成15年度～18年度，後期実施計画：19年度 
  ～22年度） 

 

 
 
（４）職員数の削減や職員給与費の抑制を図ります（４）職員数の削減や職員給与費の抑制を図ります（４）職員数の削減や職員給与費の抑制を図ります（４）職員数の削減や職員給与費の抑制を図ります 
                                                                    －スリム度全国トップクラス－－スリム度全国トップクラス－－スリム度全国トップクラス－－スリム度全国トップクラス－    

 ○ 簡素で効率的な行政運営体制を整備するため，事務事業の見直しや組織 
機構の再構築，業務の民間委託，電子県庁の推進などにより，引き続き職 
員定数の一層の削減を行います。 
○ 県の重要政策の推進や新たな行政ニーズへの対応に必要な人員について 
は，重点的，弾力的な配置に努めます。 
○ 国や民間等の動向や厳しい県財政の状況等を踏まえ，給与制度の適正な 
運用に努め，職員給与費の抑制をはじめとする見直しを進めます。 

 
 アアアア    職員数の削減（定員適正化計画）職員数の削減（定員適正化計画）職員数の削減（定員適正化計画）職員数の削減（定員適正化計画） 
 
 《推進事項》 
 
 一般行政部門に係る職員数の削減一般行政部門に係る職員数の削減一般行政部門に係る職員数の削減一般行政部門に係る職員数の削減 （平成１５年度～） 

○ 一般行政部門に係る現行の定員適正化計画（平成１０～１９年度の１０ 
年間に約６６０人（平成９年４月の職員数6,612人の約10%）を削減）につ
いては，平成１６年度に計画数を達成する見通しであることから，さらな
る行革努力により，現行の削減目標に削減数を上乗せした新たな定員適正
化計画を策定し，引き続き職員数を削減します。 
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 ＜目標＞ 

  平成１０～１９年度の１０年間に約１，０００人（対象職員 
 数の約１５％）を削減（前大綱の目標に３４０人上乗せ） 

 

 
＜取組状況＞ 
  平成１０～１４年度の５年間に５４６人を削減 

 
 教育部門に係る職員数の削減教育部門に係る職員数の削減教育部門に係る職員数の削減教育部門に係る職員数の削減 （平成１５年度～） 

○ 教育部門については，現行の定員適正化計画（平成１０～１９年度の１ 
０年間に約１，７００人を削減）に基づき着実に削減を行ってきたが，国
の教職員定数改善計画（平成１３～１７年度）に基づき，少人数指導等を
行うための教職員配置を増やすこととしたので，現行の定員適正化計画を
改訂し，学校の教職員については法令等に基づく配置を行うほか，学校以
外の職員については，引き続き職員数を削減します。 

 
 ＜目標＞ 

  平成１０～１９年度の１０年間に約１，３７０人を削減 
  （国の定数改善計画による配置増のため，前大綱の目標よ 
   り３３０人減） 

 

 
＜取組状況＞ 
  平成１０～１４年度の５年間に７８５人を削減                

 
 その他の部門における職員数の削減その他の部門における職員数の削減その他の部門における職員数の削減その他の部門における職員数の削減  

○ 大学及び病院については，適切な教育及び医療体制を確保するために必 
要な人員を配置するほか，包括外部監査に基づく人員配置や業務執行体制
の見直し等により，全体として職員数を削減します。 

     ＜取組状況＞ 
          平成１０～１４年度の５年間に４人増 
          県立医療大学付属病院の機能拡充等による医師，看護師等増５３人 
     事務職員等の削減４９人           

 
○ 企業局については，事務事業の動向を踏まえた業務執行体制の見直し等 
により，引き続き職員数を削減します。 

    ＜取組状況＞ 
          平成１０～１４年度の５年間に２１人を削減  

 
○ 警察本部については，警察官は警察法施行令に基づく配置を行うほか， 



－  － 30 

警察官以外の職員については，治安情勢を踏まえた人員の配置に配慮しつ
つ，業務執行体制の見直し等により，引き続き職員数を削減します。 

     ＜取組状況＞ 
          警察官：平成８，９年度の２年間に１３３人増    警察法施行令に定める定数 
         平成１３～１５年度の３年間に４２０人増  改正による増員 
          警察官以外の職員：平成１０～１４年度の５年間に１１人を削減   
 
 定員シーリング等の実施定員シーリング等の実施定員シーリング等の実施定員シーリング等の実施  

○ 定員適正化計画を着実に推進するとともに，職員数の適正かつ計画的な 
配分を図るため，全庁的に定員シーリングを継続して実施します。 
＊ 定員シーリングとは，職員配置に係るスクラップ・アンド・ビルドを徹底し，効 
率的な定員管理を行うため，配置定数の一定割合を削減することであり，その一部に

ついては，新規の行政需要等に対して重点的に再配分します。 
 
 ＜目標＞ 

  毎年度，配置定数の１．５％相当を削減 
 

 
     ＜取組状況＞ 
     平成 ８年度 ～ 平成 ９年度   １％ 
      平成１０年度 ～ 平成１２年度   ２％ 
      平成１３年度 ～ 平成１４年度 １．５％ 

 
○  ４５歳以上の職員を対象とする勧奨退職制度を，継続実施します。 
    ＜取組状況＞ 
      平成１３年度４５歳以上勧奨退職者数：１７２人 

 
 職員数の公表職員数の公表職員数の公表職員数の公表  

○ 定員適正化の推進状況を含め，定員管理の状況について，毎年度公表し 
ます。 

      ＜平成１４年４月１日現在の職員数＞ 
       ・一般行政部門  ６，０６６人 
      ・教育部門   ２５，８７１人 
      ・その他の部門 
        大学       １１５人 
        公営企業等  １，４０９人 
        警察本部   ４，６５３人 
               合  計    ３８，１１４人 
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 イイイイ    職員給与費の抑制と給与制度の適正化職員給与費の抑制と給与制度の適正化職員給与費の抑制と給与制度の適正化職員給与費の抑制と給与制度の適正化 
 
 《推進事項》 
 
 職員給与の見直し職員給与の見直し職員給与の見直し職員給与の見直し  

○ 特別職及び管理職員の給与カットについては，厳しい財政状況に鑑み， 
引き続き，３年間継続します。また，人事委員会勧告，包括外部監査の結
果報告（平成１４年度）等を踏まえ，給与制度の見直しを行います。 

 
 ＜特別職及び管理職員に対する給与カットの継続＞ 

 期 間：H15.4～H18.3 
 特別職：知事▲１０％ 副知事等▲５～３％ 
 管理職：管理職手当の▲１０％ 

 

 
＜取組状況＞                                                       

        ・給与カット  特別職：H11.10～H13.9  知事，議長▲10% 副知事，議員等▲5% 
                             H13.11～H15.3 知事，議長▲10% 副知事,議員等▲5～3% 
                       （議会関係はH14.12まで） 
              一般職：H12. 4～H13.9 管理職手当16%相当以上の職員▲3.5% 
                           上記以外の職員▲2.5%  
                              H13.11～H15.3  管理職手当の▲10%                
        ・期末・勤勉手当削減：  H11:▲0.3月  H12:▲0.2月  H13:▲0.05月  H14:▲0.05月      
      ・給料表のマイナス改定：H14 人事委員会勧告に基づく給料表の引き下げ等により職 

員の給与を1.99%引き下げ 
 
 高年齢層職員の昇給抑制措置の見直し高年齢層職員の昇給抑制措置の見直し高年齢層職員の昇給抑制措置の見直し高年齢層職員の昇給抑制措置の見直し  

○ 国及び他の都道府県の動向や民間の状況等を踏まえ，高年齢層職員の昇 
給抑制措置の見直しを行います。 

 
 退職手当の見直し退職手当の見直し退職手当の見直し退職手当の見直し  

○ 退職手当については国に準じた制度となっており，国家公務員の退職手 
当の引下げの動向を踏まえ，退職手当の見直しを行います。 
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（５）成果重視の行政経営を進めます（５）成果重視の行政経営を進めます（５）成果重視の行政経営を進めます（５）成果重視の行政経営を進めます －－－－民間経営手法の導入民間経営手法の導入民間経営手法の導入民間経営手法の導入－－－－  

○ 民間経営手法の観点で，県の仕事を見直し，質の高い行政運営を実現す 
るため，「何をしたか」という活動の結果（アウトプット）よりも，県民 
の視点に立ち，「どれだけの費用でどれだけの効果があるのか」という事 
業の成果（アウトカム）を重視する行政経営を推進します。 
○ ＰＬＡＮ（計画）－ＤＯ（実施）－ＳＥＥ（評価）のマネジメントサイ 
クルを確立します。 
○ 民間委託やＰＦＩ手法など，民間経営の発想や手法を積極的に活用し， 
県民サービスの向上とコストの縮減を図ります。 

 
《推進事項》 
 
政策評価制度の推進政策評価制度の推進政策評価制度の推進政策評価制度の推進  
○  県政運営の透明性の確保，説明責任の向上のほか，事業の効果的な執行を 
図るため，県が行っている事業の成果等を適切に把握・評価し，その情報を
積極的に県民に公開した上で，事業の見直しを進め，次年度の予算に反映し
ます。 

  ＜取組状況＞ 
      平成１１年度～試行，平成１３年度～本格実施 
      政策評価結果 
        平成１３年度：評価対象事業２１９ うち制度見直し等５１，休廃止２６ 
        平成１４年度：評価対象事業２４９  うち制度見直し等４７，休廃止８ 
 
総合政策マネジメントの充実総合政策マネジメントの充実総合政策マネジメントの充実総合政策マネジメントの充実  
○  県政運営の基本方針である県長期総合計画の実効性を確保し，計画に掲げ 
た施策を総合的かつ着実に推進するため，目標水準の達成状況についての分
析・評価手法の確立やプロジェクト推進委員会の活用など，政策マネジメン
トの充実を図ります。 
＊ プロジェクト推進委員会とは，「はつらつ長寿社会」,「子育て夢社会」,「競争力の

ある産業づくり」など１２の「愛されるいばらきづくりプロジェクト」ごとに，部局横

断的に推進する組織です。 
 
公共事業等の事前評価制度の導入公共事業等の事前評価制度の導入公共事業等の事前評価制度の導入公共事業等の事前評価制度の導入 （平成１５年度～） 
○ 公共事業の新規採択に当たり，事業の一層の重点的・効率的執行と行政の 
透明性の確保や説明責任の徹底を図るため，事業の必要性，費用対効果など 

    の観点から事前に評価を行う公共事業の事前評価制度を導入します。 
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 ＜事前評価制度の概要＞  
   評価対象事業：一定規模以上の公共事業及び非公共事業 

  評価内容：事業実施の必要性，事業実施により期待される効果， 
      費用対効果分析，環境への配慮状況 等 

 

 
公共事業再評価の推進公共事業再評価の推進公共事業再評価の推進公共事業再評価の推進  
○  公共事業の一層の効率化，重点化を図るとともに，実施過程の透明性の向 
上を図るため，一定期間を経過した事業を対象に社会情勢の変化等を踏まえ
た再評価を実施し，必要に応じ事業の休止又は中止を含めた見直しを行いま
す。  

  ＜取組状況＞ 
      平成１０～１４年度までに１４９事業を対象に実施 
        うち中止８事業（緒川総合開発事業，大谷原川総合開発事業，栗原台地区畑地帯総   

                         合整備事業等） 
           休止１事業 
        事業内容の見直し等１４事業 
 
試験研究等の評価・公表制度の導入試験研究等の評価・公表制度の導入試験研究等の評価・公表制度の導入試験研究等の評価・公表制度の導入（平成１５年度～） 
 ○  試験研究機関や大学，病院等について，事業運営についての中期目標の設
  定や年度計画の策定，外部有識者等による評価，公表等を行う仕組みを導入 
  し，その効率的運営に向けた見直しを行います。 
 
  ＜導入予定＞ 

   試験研究機関：平成１５年度～ 
   大学，病院等：平成１６年度～ 

 

 
○ 地方独立行政法人制度について，国における法制化の状況等を踏まえ，こ 
の制度を導入する場合の機関の範囲や効果などについて調査・検討を行いま
す。 

 
発生主義会計手法の拡充発生主義会計手法の拡充発生主義会計手法の拡充発生主義会計手法の拡充  
○ 県の会館など主要な公共施設ごとの行政コスト計算書を作成し，他団体と 
の比較や民間施設との比較などを通じて，予算への活用を図るとともに，コ
スト意識の徹底を図り，効率的な施設経営を推進します。（平成１４年度～） 

 
○ 特別会計や企業会計を含めたバランスシートに加え，今後県出資団体を含 
めた連結バランスシートの導入について検討します。 

    ＊ 発生主義会計手法とは，現金の支出や収入の事実にとらわれることなく，取引や事 
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象が実際に発生する時点を記録時点とする方法です。 
 

   ＜取組状況＞ 
    普通会計ベースのバランスシート，行政コスト計算書の作成（平成１２年度～） 
    企業会計等も含めた県全体のバランスシート作成（平成１３年度～） 
 
民間委託の推進民間委託の推進民間委託の推進民間委託の推進  
○ 民間委託に係る県のガイドラインを策定（平成１５年度）し，県が直接実 
施するよりも，民間の専門的な技術等を活用した方が効果的・効率的に目標
を達成でき，県民サービスの向上が見込まれる業務を明確にして，積極的に
外部委託を推進します。 

    ＜外部委託を推進する事務の例＞ 
      ①同種の業務を行っている民間等の基盤が整っている事務 
     ②定型的・補助的な事務 
     ③公権力の行使を伴わず，県が直接執行する意義が薄れている事務 
     ④委託により行政運営のスリム化・コスト縮減等の効果が期待される事務 
    ⑤委託による弾力的な運営により，県民サービス水準の向上が期待される事務 
     ⑥専門的又は特殊な技術等を必要とする事務  等 
    ＜取組状況＞ 
       土木事務所の道路パトロール業務，道路補修業務 
       新県庁舎の総合案内業務，庁舎管理業務 
       県立中央病院の外来受付業務 
       県立友部病院，県立長生園の調理業務 
       印刷業務（平成１５年度～） 
       配偶者等からの暴力被害者の一時保護業務（平成１５年度～） 
 
施設の管理運営の効率化施設の管理運営の効率化施設の管理運営の効率化施設の管理運営の効率化（平成１５年度～） 
○ 公の施設の管理運営の委託に当たっては，受託者が自主的な経営努力を発 
揮しやすく，県民により良いサービスを効果的・効率的に提供することがで
きやすい「利用料金制」の導入を検討します。 
＊ 「利用料金制」とは，管理受託者の自主的な経営努力を発揮しやすく 
するために，地方公共団体が施設利用者から利用料金を徴収する代わりに，公の施設の

管理受託者が施設利用料金を直接徴収して，その運営に充てる制度です。 
 

○ 公の施設の管理運営受託者の範囲を民間事業者にまで拡大する制度改正の 
動向を踏まえ，民間事業者の活用に適する施設やコスト縮減の程度等につい 
て調査・検討を行います。 
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ＰＦＩ手法の活用ＰＦＩ手法の活用ＰＦＩ手法の活用ＰＦＩ手法の活用  
○ ＰＦＩ導入の基本的考え方や導入手順等を盛り込んだ県のガイドラインを 
策定（平成１４年度）し，ＰＦＩ手法の活用に努めます。 

      ＊ ＰＦＩ（Private Finance Initiative）とは，民間の資金，経営能力及び技術能力

を活用して公共施設等の建設，維持管理及び運営を行う手法です。 
    ＜取組状況＞ 
      ・常陸那珂港北公共埠頭コンテナターミナル施設の管理運営（平成１２年度導入） 
    ＜ガイドラインの概要＞ 
      ・総事業費（設計，建設，維持管理及び運営費）が概ね１０億円以上の事業についてＰＦ 

   Ｉ導入の可能性を検討 
 
環境に配慮した行政の推進環境に配慮した行政の推進環境に配慮した行政の推進環境に配慮した行政の推進  
  ○ 県の事務事業の執行に当たっては，茨城県環境保全率先実行計画（県庁エ

コ・オフィスプラン）やＩＳＯ１４００１に基づき，省資源・省エネルギー
を推進し，環境負荷の低減に努めます。 

 
  ＜目標＞ 

（省資源）   用紙類の使用量：１０％削減（平成11年度比，以下同じ） 
         上水道使用量：５％削減 
         廃棄物の量：１０％削減 
         可燃廃棄物のリサイクル率：７０％ 
        グリーン購入率：７０％ 
        建設廃棄物のリサイクル率：９０％ 
（省エネルギー）電気使用量：７％削減 
         公用車燃料使用量：７％削減 
         燃料使用量：７％削減 
（温室効果ガス排出量） ６％削減 

 

 
ＥＳＣＯ（エスコ）事業の導入ＥＳＣＯ（エスコ）事業の導入ＥＳＣＯ（エスコ）事業の導入ＥＳＣＯ（エスコ）事業の導入（平成１６年度～） 
○ 県有施設におけるエネルギー消費量を抑制し，経費の削減を図るため，省 
エネルギーを推進する新しい手法であるＥＳＣＯ事業を導入します。 
＊ ＥＳＣＯ（Energy Service Company）事業とは，ビルや工場の設備を省エネルギ 

ー化し，そのための費用も省エネルギーによる節約効果によって賄う事業です。  
 
企業的経営の導入企業的経営の導入企業的経営の導入企業的経営の導入  
○ 流域下水道事業等については，企業的経営により事業の効率化や費用の明 
確化を図る必要があることから，収支状況等を踏まえつつ，企業会計方式 
（「地方公営企業法」の財務規定等の適用）の導入について検討を進めます。 
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４４４４    出資団体改革出資団体改革出資団体改革出資団体改革        ～出資団体等の効率的な運営をめざして～～出資団体等の効率的な運営をめざして～～出資団体等の効率的な運営をめざして～～出資団体等の効率的な運営をめざして～ 
 
 出資団体等については，厳しい経済・財政状況の中にあって，県行政を補完
し，的確なサービスを提供していくため，県議会の「県出資団体等調査特別委
員会調査結果報告書（平成１４年６月）」を踏まえて，組織形態や事業内容を
点検し，自主性・自立性を確保しつつ，効率的で健全な経営を推進していく必
要があります。 
＊ 出資団体等とは，県が出資をしている団体及び県は出資をしていないが財政的・人的

支援を継続的に行っているものをいいます。 
 
 
（１）再編統合を進めます（１）再編統合を進めます（１）再編統合を進めます（１）再編統合を進めます    －－－－簡素で効率的な組織体制－簡素で効率的な組織体制－簡素で効率的な組織体制－簡素で効率的な組織体制－  

 ○ 類似業務を行う団体の統合，県の関与の必要性が希薄となった団体の移 
  管・廃止，法人形態の見直し，民間と競合する事業の見直しなどを行い， 
  時代の変化に的確に対応した簡素で効率的な組織体制への再編整備を進め 
  ます。 

 
《推進事項》 
 
団体・事業の再編統合団体・事業の再編統合団体・事業の再編統合団体・事業の再編統合  

 
対象団体名 推 進 内 容 

日立埠頭㈱ 
大洗埠頭開発㈱ 
常陸那珂埠頭㈱ 

○港湾運営会社（常陸那珂埠頭㈱と大洗埠頭開発㈱ 
が平成１５年３月に合併し，茨城港湾㈱を設立） 
と物流会社（日立埠頭㈱の業務見直しを行い，日 
立港管理運営業務を港湾運営会社へ移管）の２社 
に再編統合します。 

(財)茨城わくわく財団 ○平成１６年４月を目途に，茨城県社会福祉協議会 
と再編統合します。 

(財)茨城県勤労者育英基 
金 
(財)茨城県労働者信用基 
金協会 

○平成１５年度中を目途に，事務局の統合を含めた 
相互補完体制のあり方を決定します。 

(財)茨城県農林振興公社 
㈱いばらき森林サービス 

○(財)茨城県農林振興公社の県有林管理等の業務（分 
収造林を除く）のうち，除・間伐等の森林整備部 
門を平成１５年度中に㈱いばらき森林サービスへ 
移管します。 

(社)茨城県穀物改良協会 
(社)園芸いばらき振興協 
会 

○(社)茨城県穀物改良協会の園芸部門（種苗）を(社) 
園芸いばらき振興協会へ平成１６年度中に移管し 
ます。 
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地元等への移管・廃止地元等への移管・廃止地元等への移管・廃止地元等への移管・廃止  
 

対象団体名 推 進 内 容 
㈱古河ソフトウェアセン 
ター 

○長期借入金返済後の収支シミュレーションを実施 
するとともに，古河市等への運営移管の方策の検 
討・影響調査を行います（平成１５年度～１７年 
度）。 
○県の情報人材育成に関する方針の再構築と国との 
調整を行います（平成１７年度～１８年度）。 
○長期借入金返済後の平成２０年度を目途に，移管 
について古河市等関係機関との調整を行います。 
【当面の経営】【当面の経営】【当面の経営】【当面の経営】 

○入居企業の確保とともに，古河市等関係機関によ 
る事業検討会での検討結果を踏まえ，県のＩＴ戦 
略に対応した企業や市町村職員向け人材育成事業 
及び県の情報基盤を活用したデータセンターやＡ 
ＳＰ事業などを行い，累積欠損金の削減に努めま 
す（平成１５年度～）。 
 ＊ ＡＳＰ（Application  Service  Provider）事業とは， 
  各種業務用ソフト等のアプリケーションソフトをインタ 
  ーネット経由で顧客が利用できるようにするサービスを 
  提供する事業です。 

(財)茨城勤労福祉事業団 ○鹿島勤労総合福祉センター「鹿島ハイツ」につい 
ては，平成１５年度当初を目途に鹿嶋市などへの 
移管又は廃止の方針を決定します。 
【「鹿島ハイツ」の当面の経営】【「鹿島ハイツ」の当面の経営】【「鹿島ハイツ」の当面の経営】【「鹿島ハイツ」の当面の経営】 

○中期経営改善計画（平成１３年度～１５年度）に 
沿って，売上目標（２億６千万円）達成に向け， 
販売商品の企画開発，鹿島地区を重点とした積極 
的な営業活動を実施するとともに，経費の節減を 
図り累積欠損金の削減に努めます。 

(財)茨城県勤労者余暇活 
用事業団 

○「茨城県立中小企業福祉センター」については， 
地元日立市と協議し，平成１５年度中を目途に， 
あり方について方針を決定します。 

 

(社福)茨城県社会福祉事業 
団 

○老人・母子休養ホーム「福寿荘」については，平 
成１５年度中に大子町等への移管又は廃止を決定 
し，平成１６年度末までに「福寿荘」の運営から 
撤退します。 
【「福寿荘」の当面の経営】【「福寿荘」の当面の経営】【「福寿荘」の当面の経営】【「福寿荘」の当面の経営】 

 

  ○人件費や事業費を削減するとともに，誘客活動を 
強化し，収支均衡を図ります。 
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組織の抜本的見直し組織の抜本的見直し組織の抜本的見直し組織の抜本的見直し  

 
対象団体名 推 進 内 容 

茨城県住宅供給公社 ○平成１４年１２月に設置した公社あり方検討委 
員会において，事業内容の精査（特に住宅分譲 
事業の撤退を含めた精査），組織形態の見直し， 
公共的役割の必要性，県営住宅管理業務の受託 
の是非等を検討し，新経営改善計画を策定しま 
す（平成１５年９月までに結果報告）。 

○検討委員会の結果報告を踏まえ，平成１５年９
月以降，事業内容の決定，新組織の方向付けを
行うとともに，新組織への移行時期等具体的な
対応や新経営改善計画を実施します。 

【保有土地の処分促進等】【保有土地の処分促進等】【保有土地の処分促進等】【保有土地の処分促進等】 
○販売体制を強化するとともに，徹底したマーケ 
ティングを行い，公社経営改善計画に基づく分 
譲を促進します（平成２１年度までに全区画の 
半分を処分，平成３０年度までに全区画処分）。 

○造成工事や人件費を含む管理運営に係る経費に 
ついて徹底した削減を行います。 
○積立分譲住宅の募集，定期借地権付き分譲住宅 
の販売を行います。 

○住宅地以外の公共施設など他用途への利活用を 
進めます。 

○住宅金融公庫の高金利資金については，低金利 
資金への借り換えを行います。 

【関連法人の運営】【関連法人の運営】【関連法人の運営】【関連法人の運営】 
○関連法人である（財）茨城県ニューライフ振興 
財団に管理を委託しているケア付き高齢者住宅 
「サンテーヌ土浦」については，営業活動の強 
化や入居条件の改善などにより入居率の向上に 
努め，経営改善を進めます。 

 

茨城県土地開発公社 ○経営効率化検討委員会において，平成１５年６ 
月までに土地開発公社と開発公社の業務内容， 
業務量を精査し，それに基づき，定員配置の見 
直し，業務の一体化等を行います（平成１５年 
度～１７年度）。 

○社会経済情勢，業務執行状況等を踏まえ，組織 
の大幅縮減，再編統合などを含めた組織形態の 
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 見直しについて検討します（平成１７年度～）。 
【長期保有代替地等の処分促進】【長期保有代替地等の処分促進】【長期保有代替地等の処分促進】【長期保有代替地等の処分促進】 
○住宅用地として利用可能な代替地については， 
公募・入札等により処分を進めます。 

○その他の代替地については，公共事業用地，公 
共事業の代替地として処分を進めます。 

○常陸那珂地区土地区画整理事業に係る土地につ 
いては，事業用定期借地方式の活用などにより， 
早期処分に努めます。 

(財)茨城県開発公社 ○経営効率化検討委員会において，平成１５年６ 
月までに開発公社と土地開発公社の業務内容， 
業務量を精査し，それに基づき，定員配置の見 
直し，業務の一体化等を行います（平成１５年 
度～１７年度）。 

○社会経済情勢の変化，業務執行状況を見極めつ 
つ，将来的には組織形態の抜本的な見直しにつ 
いて検討します（平成１７年度～）。 

【工業団地保有地の処分促進】【工業団地保有地の処分促進】【工業団地保有地の処分促進】【工業団地保有地の処分促進】 
○誘致対象業種の拡大，割賦分譲制度，事業用定 
期借地方式等の導入など企業誘致策を充実し， 
分譲を促進します（平成１４年度～）。 

○「茨城県工業団地健全化基本方針」に基づく事 
業の進行管理を実施します（造成工事先送り措 
置の継続など）。 

○事業資金調達に当たっては，低金利資金を調達 
します。 

【砂沼サンビーチの当面【砂沼サンビーチの当面【砂沼サンビーチの当面【砂沼サンビーチの当面の経営】の経営】の経営】の経営】 
○集客力向上（集客目標１８万人／年）のため， 
団体利用契約の促進や周辺施設との連携強化， 
個人割引制度の導入などの対策を拡充します（平 
成１４年度～）。 

○経営効率化検討委員会において,平成１５年６月 
までに今後の施設整備，施設移管の方策など運 
営のあり方を検討し，それに基づき，施設移管 
等を含む諸対策を実施します（平成１５年度～）。 

 

㈱ひたちなかテクノセン 
ター 

○平成１４年６月に設置した事業検討会議におい 
て，既存事業の再編統合，新たな事業開拓，(財） 
茨城県中小企業振興公社との連携，現在の事業 
形態の見直し等について検討を行い，平成１６ 
年４月までに総合的なサービス体制を構築する 
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  とともに，（財）茨城県中小企業振興公社への 
既存の公益的事業の移管を進める一方，新たに 
大強度陽子加速器や県ブロードバンドネットワ 
ークに関連した事業などを実施します。 

【当面の経営】【当面の経営】【当面の経営】【当面の経営】 
○経営改善プラン（平成１３年度～１７年度）に 
基づき，経費の節減や入居企業の確保等を図り， 
累積欠損金の解消に努めます。 

○日本原子力研究所や茨城大学との連携による専 
門家支援体制を確立するとともに，大強度陽子 
加速器の整備に合わせ，周辺研究装置の共同受 
注や地元企業との連携による研究成果の活用な 
どの新たな事業を開拓します。 

○県ブロードバンドネットワークを活用した地元 
中小企業に対する研究開発の支援など，ＩＴ関 
連事業の拠点づくりを行います。 

 

 
 
民間と競合している団体の見直し民間と競合している団体の見直し民間と競合している団体の見直し民間と競合している団体の見直し  

 
対象団体名 推 進 内 容 

(財)茨城県建設技術公社 ○引き続き，民間と競合する測量などの受託事業 
について削減します（平成１４年度～）。 

○経営懇談会等において，公益法人としての公社 
の将来のあり方について検討します（平成１４ 
年度～１５年度）。 

○「発注者支援制度」の整備・確立を図る観点か 
ら，今後の新たな業務として，市町村に対する 
ＩＴ化支援体制，施工管理・検査体制の構築を 
検討します（平成１５年度～１７年度）。 
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（２）経営の健全化を図ります（２）経営の健全化を図ります（２）経営の健全化を図ります（２）経営の健全化を図ります    －黒字基調の経営－－黒字基調の経営－－黒字基調の経営－－黒字基調の経営－  

○ 経営環境の変化に柔軟に対応できるよう団体の事務事業の必要性や効率 
性を点検するとともに，自己責任による黒字基調の健全な経営を促進しま 
す。 

○ 経営改善計画の策定（ＰＬＡＮ）・実施（ＤＯ）・評価（ＳＥＥ）・新た 
 な計画策定といったマネジメントサイクルの徹底，組織の簡素化，内部管 
 理経費の削減，役職員のコスト意識や経営感覚の醸成など，団体の経営体 
 質の改善を進めます。 

 
 
《推進事項》 
 
経営の健全化に向けた事業展開等経営の健全化に向けた事業展開等経営の健全化に向けた事業展開等経営の健全化に向けた事業展開等  

 
対象団体名 推 進 内 容  

鹿島都市開発㈱ 【ホテル事業】【ホテル事業】【ホテル事業】【ホテル事業】 
○平成１４年７月に改定した長期経営計画の計画目 
標（平成１９年度 客室稼動率57.5％，婚礼宴会 
件数300件）の達成をめざして積極的な営業努力や 
人件費を含む徹底したコスト削減，ホテル経営の 
専門家が持つ経営ノウハウの導入を行い，経営の 
効率化・健全化を図り，単年度黒字計上時期（平 
成１９年度）の前倒しに努めます。 

○温泉施設（平成１４年１２月開業）を活用した営 
業を展開します。 

○平成１４年７月に策定した本館利活用計画に基づ 
き，企業研修やスポーツ合宿等の利用対象の拡大 
や宿泊利用商品の販売を強化します。 

○ワールドカップ開催時のメイン宿泊施設の知名度 
を活かした県内外への積極的な営業活動を行いま 
す。 

【不動産事業】【不動産事業】【不動産事業】【不動産事業】 
○現在保有している商業用地・住宅用地については， 
ニーズに合った用途，単価等の見直しを積極的に 
行い，販売を促進します。 

○鹿島セントラルビル新館及び本館のテナント入居 
利用の促進を図ります（平成１９年度計画目標入 
居率84.3％）。 
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  【受託事業】【受託事業】【受託事業】【受託事業】  
 ○施設管理，設計管理など，他の民間企業と競合す 

る事業について継続の必要性を検討するとともに， 
継続する場合は，競争力確保のため，技術力の向 
上や業務の効率化，経費削減，新規事業の開拓に 
努めます。 

【子会社の経営】【子会社の経営】【子会社の経営】【子会社の経営】 
○子会社である鹿島都市サービス㈱の必要性を検討 
するとともに，同社の業務内容や組織体制の見直 
し，経費削減等を進めます。 

㈱メディアパークつく 
ば 

○「ワープステーション江戸」については，平成１ 
４年４月から運営業務全般を民間施設の運営実績 
を有する大新東㈱に委託し，運営経費を大幅に圧 
縮するとともに，団体バスによる県外からの集客， 
園内演出の強化等に努めています。 

○さらに，平成１４年１０月には当該施設を（財） 
茨城県開発公社に譲渡し，安定的な運営基盤の確 
保に努めます。 

㈱茨城県中央食肉公社 ○「経営改善５ヶ年計画（平成１５年度～１９年度）」 
に基づき，部分肉取扱い量の拡大，と畜頭数及び 
市場取扱い量の拡大，と畜解体料金等の見直し， 
経費の節減等を実施し，経営の健全化・累積欠損 
金の削減に努めます。 

鹿島埠頭㈱ ○定期コンテナ航路の誘致に取り組む等，曳船業， 
船舶代理店業，物流営業等各事業の売上確保を図 
るとともに，曳船の効率的運行などによる経費節 
減を行い，黒字基調の経営に努めます。 

○職場内研修の実施や派遣研修の実施により，営業 
や販売を始めとした会社経営に精通したリーダー 
社員を育成します。 

(財)茨城県勤労者余暇活 
用事業団 

○余暇活用センター「やみぞ」については，各種販 
売商品の企画開発やリピーター対策に重点を置い 
た積極的な営業活動を実施するとともに，経費の 
節減を図り，さらに，民間の経営ノウハウの活用 
や従業員研修の充実による資質の向上及び接客サ 
ービスの向上，地域の特産品を活用した新規メニ 
ューの開発などにより施設の魅力向上に努めます。 

 

つくば国際貨物ターミ 
ナル㈱ 

○「中期経営計画（平成１４年度～１６年度）」に 
基づき，新規取引先の開拓，海上コンテナ貨物の 
取扱量の拡大，保有する施設・人員・車両の有効 
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  活用により累積欠損金の解消に努めます。  
(社)茨城県私学教育振興 
会 

○会員私立学校の運営資金等貸付事業に係る貸付原 
資が十分に造成されているため，平成１４年３月， 
貸付原資の一部である県出資金全額（７千５百万 
円）を県に返還しました。 

(社)茨城県植物防疫協会 ○事故損害相互扶助制度に係る損害補てん金の原資 
からの果実が十分積み立てられており，当該果実 
での運用が可能であるため，損害補てん金の原資 
である出資金を平成１５年度中に県などの各会員 
に返還します。 

(社)茨城県ふるさとづく 
り推進センター 

○(社)茨城県ふるさとづくり推進センターに対する県 
の関与のあり方について，平成１５年９月までに 
方針を決定します。 

 

(財)茨城住宅管理協会 ○組織の見直しと人員の適正配置を行い，滞納対策 
等の強化，修繕の効果的執行等の課題に対応しま 
す（平成１５年度～）。 

○新たに「サービス向上推進主任」を設置し，照会， 
相談，要望等への迅速・的確な対応に努めます（平 
成１５年度～）。 

○修繕工事事務処理システムや公益法人会計システ 
ムの構築・導入により，業務執行の効率化を図り 
ます（平成１５年度～）。 

 

 
 ＜目標＞ 

 単年度赤字団体数を約３０％減少 
 ［平成１３年度決算赤字団体数２９団体］ 

 

 
 
（３）指導監督を強化し，責任ある経営体制をつくります（３）指導監督を強化し，責任ある経営体制をつくります（３）指導監督を強化し，責任ある経営体制をつくります（３）指導監督を強化し，責任ある経営体制をつくります 
                                                                                    －自立的な業務運営－－自立的な業務運営－－自立的な業務運営－－自立的な業務運営－  

 ○ 県と出資団体等との関わり方を明確にするとともに，客観的・統一的な 
  視点で団体の経営状況を把握し，経営状況に応じた的確な指導監督を行う 
  ことにより，団体自らの責任と経営努力による自立的な業務運営を促進し 
  ます。 

 
 
《推進事項》 
 
県と出資団体等との関わり方を定める条例の制定県と出資団体等との関わり方を定める条例の制定県と出資団体等との関わり方を定める条例の制定県と出資団体等との関わり方を定める条例の制定  （平成１５年度施行） 
○ 県の出資団体等に対する指導監督の統一性の確保と透明性の向上を図ると 
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ともに，出資団体等を通じた行政目的の効率的かつ効果的な達成を図るため，
県の出資団体等への関わり方の基本的事項を定める条例を制定します。 
（関係条例を平成１５年第１回定例会に提案） 

 
  ＜条例案の内容＞ 

 ①出資団体等の自律的運営等に対する県の配慮に関すること。 
 ②県と出資団体等との役割分担と協働に関すること。 
 ③県の出資についての議会の議決に関すること。 
 ④出資団体等に対する県の補助等に関すること。 
 ⑤出資団体等の事業運営に対する県の助言等に関すること。 
 ⑥出資団体等の経営状況等に対する県の評価に関すること。 
 ⑦出資団体等に対する県の関与の見直し等に関すること。 

 

 
指導監督の強化指導監督の強化指導監督の強化指導監督の強化  
○ 出資団体等の経営を健全化し，自立性を高めていくために，団体を統一的 
・総合的に指導監督する専管組織の設置に加え，外部の専門家を活用した経
営評価システムの整備・運用，団体の資産運用面のチェック等を行うなど，
団体に対する指導監督を強化します。 
＜取組状況＞ 

    ・専管組織の設置：平成14年10月1日，総務部に出資団体指導監を設置 
    ・経営評価システムの整備：平成14年8月1日，経営評価システムの試行を開始 
 
○ 県が最大出資者である営利法人について指導監督を強化するとともに，出 
資団体の子会社の業務運営の適正化等についても指導します。 
（平成１４年度～） 

 
○ 新規の出資団体の設立は厳に抑制することとし，新規の行政ニーズへの対 
応については，需要調査等を厳しく吟味するとともに，類似の業務を行う既
存の団体の活用を図ることを基本とします。（平成１５年度～） 

 
県による財政的・人的支援の見直し県による財政的・人的支援の見直し県による財政的・人的支援の見直し県による財政的・人的支援の見直し  
○ 補助金等については，県と出資団体等との役割分担の見直しを行い，縮減 
します。（平成１５年度～） 

 
 ＜目標＞ 

 補助金等（補助金，貸付金，委託金，出資金）の削減：３年間 
 で約１０％削減 
 ［平成１４年度補助金等の額：約３５８億円(公共事業関係経費を除く)］ 
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○ 自立的で責任ある経営体制の確立を図る観点から，知事，副知事の団体代 
表兼職を可能な限り廃止します。（平成１４年度～） 

 
 ＜目標＞  
  知事・副知事の団体代表兼職団体数：３年間で１０団体程度 

 削減 
 ［平成１４年１２月末現在代表兼職団体数：２２団体］ 

 

 
＜最近の取組状況＞ 
知事の理事長兼職を廃止した団体 
・（財）茨城県開発公社（平成１４年１０月１日） 
・ 茨城県土地開発公社（平成１４年１０月１日） 

 
○ 県退職者の常勤役員への就任については，その知識や経験が業務遂行上必 
要とされる場合に限ります。 

 
 ＜目標＞ 

 県退職者派遣数：３年間で約１０％削減 
 ［平成１４年度県退職者派遣数：７５人］ 

 

 
○ 県職員の派遣や団体役員の兼任についても縮減します。 
（平成１５年度～） 

 
 ＜目標＞ 

 県職員派遣数：３年間で約１０％削減 
 （県立社会福祉施設の民間委託化等特殊要因による派遣増を除 
  く） 
 ［平成１４年度県職員派遣数：４２６人］ 
 県職員団体役員兼任数：３年間で約１０％削減 
 ［平成１４年度県職員団体役員兼任数：１４４人］ 

 

 
 
役職員の育成役職員の育成役職員の育成役職員の育成  
 ○ 団体間の共同研修，人事交流等を行い，経営ノウハウの高い人材育成を図る
とともに，役員等について，専門的な知識経験を有する外部の人材の登用を検
討します。 
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（４）情報公開を徹底します（４）情報公開を徹底します（４）情報公開を徹底します（４）情報公開を徹底します    －オープンな経営－－オープンな経営－－オープンな経営－－オープンな経営－  

 ○ 公益的な性格を有し，県民生活に関わりの深い業務を行っている出資団 
  体等について，県民へ経営内容等の情報を広く提供し，団体運営の透明性 
  を高めます。 

 
《推進事項》 
 
情報公開の充実情報公開の充実情報公開の充実情報公開の充実  
○ 出資団体等のうち，県情報公開条例に定める「支援対象団体」については， 
原則公開という趣旨に沿って，制度の適正な運用が図られるよう指導します。 
 また，営利法人など支援対象団体以外の団体についても，情報公開が推進
されるよう指導します。 

○ 県情報公開条例の目的や出資団体等の公益性の観点から，役員会議事録や 
資産運用の内容など，できる限り多くの情報が県民に提供されるよう指導し
ます。 
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５５５５    財政構造改革～県財政の健全化をめざして～財政構造改革～県財政の健全化をめざして～財政構造改革～県財政の健全化をめざして～財政構造改革～県財政の健全化をめざして～ 

 
本県財政は，財政再建団体への転落をも想定せざるを得ない危機的状況に瀕

していることから，これを回避するとともに，新たな県民ニーズに的確に対応
するため，持続可能で健全な財政構造を確立する必要があります。 

 
 
（１）財政健全化目標（１）財政健全化目標（１）財政健全化目標（１）財政健全化目標  －財政再建団体転落回避と県債依存体質の改善－ 
 
○ 財政再建団体への転落を回避し，財政の健全化を進めます。 
○ 県債残高が累増しない財政体質への改善をめざし，公共投資に充てるた
めの県債の新規発行額を抑制します。 

○ 現在の行政サービスの費用を将来の世代に先送りすることなく現世代の
負担で賄い，財政の中長期的な持続可能性を回復するため，民間需要主導
の持続的成長を実現するための構造改革を推進し，プライマリーバランス
の黒字化をめざします。 

 
《推進事項》 

財政再建団体への転落回避財政再建団体への転落回避財政再建団体への転落回避財政再建団体への転落回避    
○ 県財政は危機的な状況にあることから,当面は，あらゆる手段を講じ，財政
再建団体への転落を回避することにより，財政の健全化を進めます。 
＊ 財政再建団体とは，実質収支の赤字額が一定規模を超えた場合(標準財政規模の５%

以上とされ，本県の場合，平成１３年度の標準財政規模が約５，４１６億円のため約

２７０億円以上)，法律に基づき国の管理下において財政の立て直しを行うこととなり，

本県の自主的・自立的な行財政運営が制限されることとなります。 

 
○ このため，平成１２年度から１４年度の「財政再建期間」に引き続いて,平
成１５年度から１７年度を「財政構造改革期間」と設定し，「財政収支見通し」
を作成の上,具体的方策とその目標額を掲げた「財政構造改革プラン」を別途
作成します。 

 
○ 「財政収支見通し」については，県税収入の動向や国の地方税財政対策の
状況等を踏まえて，毎年度見直しを行います。また，財政運営の状況につい
て，広報誌，インターネット等を通じ，わかりやすく公表します。 
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県債発行の抑制（財政構造改革期間中の財政健全化目標）県債発行の抑制（財政構造改革期間中の財政健全化目標）県債発行の抑制（財政構造改革期間中の財政健全化目標）県債発行の抑制（財政構造改革期間中の財政健全化目標）    
○ 県債残高が累増しない財政体質への改善をめざし，財政構造改革期間中
は，公共投資に充てるための県債の新規発行額を抑制します。 

 
＊ 公共投資に充てるための県債とは，教育施設や道路，公園などを建設する際の財源

として発行する建設地方債であり，退職手当債や一般財源として発行する臨時財政対

策債と減税補てん債などを除きます。 

  なお，臨時財政対策債とは，地方財政計画上の収支不足を補てんするために発行す

る県債であり，また，減税補てん債とは，国が政策的に実施した減税による地方税収

の減額分を補てんするために発行する県債です。 

 
   （参考）公共投資に充てた県債の新規発行額の推移（当初予算）  
 平成１０年度：１，４９８億円  
 平成１１年度：１，２７２億円（対前年度比▲１５．１％）  
 平成１２年度：１，２３６億円（対前年度比▲２．８％）  
 平成１３年度：１，２２３億円（対前年度比▲１．１％）  
 平成１４年度：１，１４７億円（対前年度比▲６．２％）  
 平成１５年度：１，１１７億円（対前年度比▲２．６％）  
 
プライプライプライプライマリーバランスの黒字化（中長期的な財政健全化目標）マリーバランスの黒字化（中長期的な財政健全化目標）マリーバランスの黒字化（中長期的な財政健全化目標）マリーバランスの黒字化（中長期的な財政健全化目標）    
○ 歳入・歳出両面にわたり財政構造の徹底した改革を実施することにより,将
来の世代に過大な借金を負担させない財政運営を行う観点から,プライマリー
バランスの黒字化をめざします。 

 
＊ プライマリーバランスとは，過去の借金（県債）の元利償還金を除く歳出（現在の行

政サービスに必要な歳出）が，県債を除いた県税収入などの歳入で賄えているかどう

かを示す財政収支のことです。プライマリーバランスが黒字化すれば，徐々に借金を

減少させることができます。 

 
＜目標＞ 

平成２２年度を目途にプライマリーバランスを黒字化 
 
    （参考）平成１４年度プライマリーバランス ▲４５０億円 （最終補正後予算） 
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（２）歳出の改革を進めます（２）歳出の改革を進めます（２）歳出の改革を進めます（２）歳出の改革を進めます    －施策の厳選と重点化－－施策の厳選と重点化－－施策の厳選と重点化－－施策の厳選と重点化－ 
    アアアア    人件費の抑制人件費の抑制人件費の抑制人件費の抑制  
 
○ 厳しい県の財政状況を踏まえ，職員定数の削減や給与の適正化などに努
めることにより，人件費総額を抑制します。 

 
《推進事項》 

人件費の抑制人件費の抑制人件費の抑制人件費の抑制    
○ 事務事業の見直しによる事務の効率化や組織の簡素化等による職員定数の
削減，給与の適正化，特別職の給与カットの継続などにより，人件費総額を
抑制します。 

 
＜目標＞ 

職員定数削減，給与の適正化などによる削減額： 
３年間で１００億円程度（一般財源ベース）  

 
＜取組状況＞ 

        給与，期末手当等削減，職員定数削減などによる削減額(H10～14)：約３４９億円  
 
 
    イイイイ    公共投資の縮減・重点化公共投資の縮減・重点化公共投資の縮減・重点化公共投資の縮減・重点化  
 
○ 国における公共投資の見直しの方向等を踏まえ，公共投資の縮減及び重
点化に努めます。 

 
《推進事項》 

公共投資の縮減・重点化公共投資の縮減・重点化公共投資の縮減・重点化公共投資の縮減・重点化（平成１５年度～） 
○ 公共投資については，これまでの縮減努力により，景気対策のための大幅
な公共投資の追加が行われていた以前の水準（平成３年度の水準）を既に達
成しています。しかしながら，当該年度の公共投資額に過去の投資といえる
公債費を加えた額（以下「実質的な公共投資額」という。）でみると，未だ，
景気対策のための大幅な追加が行われていた以前の水準を上回っている状況
にあることから，国における公共投資の見直しの方向等を踏まえ，地域経済
や雇用に与える影響にも留意しつつ，当面，実質的な公共投資額が平成３年
度の水準となることをめざして縮減を図るとともに，公共投資の重点化・効
率化を進めます。 
なお，今後の税収動向等を踏まえ，毎年度，具体的な削減率を設定します。 
重点化に当たっては，少子・高齢社会への対応及び雇用の創出や生産誘発
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効果等を勘案し，福祉や環境関連事業などの生活基盤の整備に力点を置い
ていきます。 
また，今後の景気動向によっては，国の方針をも踏まえ，機動的，弾力的

に経済対策を講じていきます。 
 

＜目標＞ 

実質的な公共投資額が，景気対策のための大幅な公共投資の追 
加が行われていた以前の水準（平成３年度の水準）となること 
をめざし，縮減 

 
○ 公共事業の事前評価制度を導入することにより，公共事業を厳選し，より
重点的・効率的に執行します。 

 
直轄事業負担金の縮減・重点化直轄事業負担金の縮減・重点化直轄事業負担金の縮減・重点化直轄事業負担金の縮減・重点化（平成１５年度～） 
○ 直轄事業負担金については，公共投資全体に占める比率が依然として高水
準で巨額であることから，景気対策のための大幅な公共投資の追加が行われ
ていた以前の水準をめざして，地方との事前協議制の導入と併せて，国に対
してその縮減・重点化を要請します。 
（参考）直轄事業負担金の最終予算額 （ ）内は公共投資全体に占める構成比   

        平成 ３年度：３００億円      （１２．４％）                   
        平成１０年度：６８７億円（ピーク時）（１５．９％）                   
        平成１４年度：５２４億円      （２２．９％）                   
 
工事コストの縮減工事コストの縮減工事コストの縮減工事コストの縮減（平成１５年度～） 
○ 公共工事コストの縮減目標等を定めた新たな行動計画を策定し，引き続き，
公共工事のコスト縮減を進めます。 

       ＜取組状況＞                                                                
         平成１４年度末目標：平成８年度の標準的な公共工事コストに対し，▲１１％以上  
 
○ 公共投資については，更なるコストの縮減や透明性の向上を図るため，入
札監視委員会の設置によるチェック機能の強化など入札手続の改善等に努め
るとともに，電子入札の導入により一般競争入札の拡大を図ります。 

      ＜平成１４年度実施の入札・契約制度の改善例＞                               
       ・予定価格の事前公表の対象額の引き下げ（対象工事：１億円以上→２５０万円超）    
       ・条件付き一般競争入札の適用範囲の拡大（対象工事：１０億円以上→２億円以上）    
       ・指名競争入札の指名業者数の約５割増                                      
       ・郵便入札の導入                                                      
       ・入札監視委員会の設置（平成１５年３月）                     
                                                                         
○ ＰＦＩの活用や施設整備の段階から維持補修費を節減できるような工法
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の導入などについて，今後，さらに具体的な取組みを行い，工事コストの縮減
に努めます。 

 
 
    ウウウウ    大規模建設事業等の見直し大規模建設事業等の見直し大規模建設事業等の見直し大規模建設事業等の見直し 
 
○ 大規模建設事業については，見直し対象事業の範囲の拡大を行うととも
に，新たに，大規模イベントについても，事業実施の適否，内容，開催年
度を厳しく吟味します。 

 
《推進事項》 

大規模建設事業の見直し大規模建設事業の見直し大規模建設事業の見直し大規模建設事業の見直し    
○ 大規模建設事業については，緊急性や事業効果等を再度十分に検証し直し，
既に設計や事業に着手しているものにあっては，事業実施年度の先送りや事
業規模の縮小を検討するなど事業費の節減を図り，構想中の事業にあっては，
原則として，財政構造改革期間中は新規着工を見送ります。 

 
○ 事業の凍結や事業費の節減などの見直し対象となる大規模建設事業の対象
範囲を拡大します。（平成１５年度～） 

 
＜対象事業＞ 

総事業費５億円以上の大規模建設事業 （対象事業：別紙８） 
［前大綱の対象範囲：総事業費１０億円以上の建設事業等］  

 
大規模イベントの見直し大規模イベントの見直し大規模イベントの見直し大規模イベントの見直し（平成１５年度～） 
○ 大規模イベントについては，すでに誘致が決定している事業にあっては事
業費を節減し，今後誘致する事業にあっては，実施そのものの適否を厳しく
吟味し，事業費の節減や誘致時期の調整を行います。 

 
＜対象事業＞ 

開催事業費１億円以上の大規模イベント （対象事業：別紙８）  
 
○ イベントの計画立案段階においては，費用対効果の検証を徹底し，実施に
当たっては，関係団体などとの協力体制を検討するなど，徹底したコスト縮
減に努めます。                                                       
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    エエエエ    事務事業の再構築事務事業の再構築事務事業の再構築事務事業の再構築 
 
○ 施策の優先順位を厳しく吟味し，限られた財源のより効果的・効率的な
配分を行う観点から，全ての事務事業について，聖域を設けず抜本的な見
直しを行う事務事業の再構築を進め，歳出の縮減に努めます。 

○ 新たな県民ニーズに的確に対応し，重要な政策課題に取り組むため，ス
クラップ・アンド・ビルドを徹底し，施策の重点化を図ります。 

 
《推進事項》 

事務事業の再構築事務事業の再構築事務事業の再構築事務事業の再構築（平成１５年度～） 
○ 全ての事業について，ゼロベースの視点に立った見直しを行い，スクラッ
プ・アンド・ビルドの徹底を図る観点から，毎年度事業本数の削減を行いま
す。 

 
＜目標＞ 

事業本数：毎年度，前年度比で約１０％削減  
 
○ 財源不足額の解消を図るため，見直し対象事業費を,これまで一般行政費の
一部としていたものを，一般行政費の全ての事業まで拡大するとともに，今
後の税収動向等を踏まえて，毎年度，事業の種類毎に見直し削減率の設定を
行います。 

     ＜平成１５年度予算要求における事務事業再構築の考え方＞  
       ○事業本数の削減：▲１０％  
       ○事務事業再構築の対象事業費の大幅な拡大  
        ・従来ベース ２６２億円→拡大後 ２，７５３億円  
       ○見直し削減率（シーリング）  
         ・一般行政費：▲2％（うち維持管理費は▲5%）  
        ・公共事業以外の投資的経費：▲10％  
 
補助金の廃止・縮減補助金の廃止・縮減補助金の廃止・縮減補助金の廃止・縮減    
○ 県単補助金については，従来見直し対象外の扱いをしてきた事業も含め全
事業について，民間や市町村との役割分担等の見直しを行い，補助金の整理
合理化や重点化を進めます。 

 
○ 過去の経緯等にとらわれることなく，県民ニーズに適合しなくなってきた
ものについては，休・廃止するとともに，補助対象経費の見直し及び他事業
あるいは他県と比較して高い補助率のものや県が上乗せを行っているものの
見直しなどを行い，補助金総額を縮減します。 
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＜目標＞ 

補助金総額の縮減：３年間で約１０％ 
［平成１４年度補助金総額：４５８億円（当初予算）］   

 
維持管理経費の見直し維持管理経費の見直し維持管理経費の見直し維持管理経費の見直し（平成１５年度～） 
○ 公共施設，庁舎等の維持管理経費については，経費を節減し，施設の効率
的運営を推進する観点から，民間委託や公共施設サポーター制度などを積極
的に活用します。 

 
＜目標＞ 

施設の維持管理経費の縮減：３年間で約１０％ 
［平成１４年度施設維持管理経費：１２０億円（当初予算）］   

 
改革いばらき特別枠の設定改革いばらき特別枠の設定改革いばらき特別枠の設定改革いばらき特別枠の設定    
○ 事務事業の再構築等による歳出削減に取り組む一方，「改革いばらき特別
枠」等の予算要求枠を設定し，新たな重要政策課題に迅速かつ的確に対応し
ていきます。 

  ＜平成１５年度の「改革いばらき特別枠」の施策テーマ：要求枠１０億円＞     
    ①少子・高齢社会対策                                      
    ②循環型社会づくり                                        
    ③新たな時代を担う人づくり                                
    ④情報交流空間の創造（ＩＴ関連）                          
    ⑤地域経済活性化対策  

 
目的・効果のわかりやすい予算編成目的・効果のわかりやすい予算編成目的・効果のわかりやすい予算編成目的・効果のわかりやすい予算編成    
○ 予算編成に当たっては，政策評価や出資団体等の経営評価，発生主義会計
手法などを活用し，事業の目標達成状況や費用対効果の検証を行い，実施事
業の取捨選択を厳しく行います。 

 
○ 限られた財源を，真に必要な分野に重点的かつ効率的に配分するため，重
点分野に対応する予算を各部局を通じて整理する手法（マトリックス型の手
法）を活用します。 
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    オオオオ    企業会計・特別会計の見直し企業会計・特別会計の見直し企業会計・特別会計の見直し企業会計・特別会計の見直し 
 
○ 企業会計及び特別会計で実施している公営企業等については，独立採算
性の確保の観点から，経営改善計画等に基づく事業の効率化や経費の徹底
した見直しを行うことにより，一般会計からの繰出金を抑制します。 

 
《推進事項》 

企業会計繰出金の抑制企業会計繰出金の抑制企業会計繰出金の抑制企業会計繰出金の抑制    
○ 病院会計については，人員配置の適正化や職員給与費の見直し等について
の包括外部監査の結果報告（平成１２年度）を踏まえ，経営改善を行い，一
般会計からの繰出金を抑制します。 

 
○ 水道事業会計・工業用水道事業会計については，中期経営計画に沿って経
営改善を行い，一般会計からの繰出金を抑制します。 

 
特別会計繰出金の抑制特別会計繰出金の抑制特別会計繰出金の抑制特別会計繰出金の抑制    
○ 港湾事業特別会計については，採算性の向上を図り，一般会計からの繰出
金の抑制に努めます。 

 
○ 流域下水道事業会計については，受益者負担の適正化の観点から，市町村
に資本費に係る負担を求めることにより繰出金を抑制します。 

 
＜目標＞ 

企業会計・特別会計繰出金削減額：３年間で６０億円程度 
 ［平成１４年度企業会計・特別会計繰出金額：２６０億円（当初予算）］  

 
 
    カカカカ    公債費負担の平準化公債費負担の平準化公債費負担の平準化公債費負担の平準化 
 
○ 金利負担の軽減や償還期間の長期化等により，公債費負担の平準化に努
めます。 

 
《推進事項》 

金利負担の軽減金利負担の軽減金利負担の軽減金利負担の軽減（平成１４年度～） 
○ 銀行等引受債は，これまで１０年債を中心に発行してきましたが，１０年
債に比べ５年債の金利がより低い現状を踏まえ，当面，５年債の発行割合を
大幅に引き上げることとし，今後も，金利動向を見極めながら，金利負担の
軽減や償還年限の多様化を進めます。 
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    （参考）５年債の発行額（銀行等引受債（証券発行分）に占める割合）  
平成１１年度：５０億円  （ ９．２％）  
平成１２年度：６２億円  （１６．２％) 
平成１３年度：７０億円  （２０．５％）  

 
○ 市場関係者を対象とした，本県の財政状況や行財政改革への取組み状況等
についてのＩＲ説明会を開催し，本県債の市場での評価を高めることにより，
資金調達コストの軽減を図ります。 
＊ ＩＲ（インベスターリレーションズ【investor relations】の略）とは，資金調達

などのために，県債，社債等の発行体が銀行・証券会社等機関投資家に対して行う広

報活動のことです。 

 
ミニ市場公募債の発行ミニ市場公募債の発行ミニ市場公募債の発行ミニ市場公募債の発行（平成１４年度～） 
○ 県民の県政への参加意識を高め，地方債の個人消化を通じた資金調達手法
の多様化を図る観点から，県民参加型ミニ市場公募債（「大好きいばらき県民
債」）を発行します。 

 
＜目標＞ 

毎年度５０億円程度発行 
［平成１４年度発行額：４０億円］   

 
償還期間の長期化償還期間の長期化償還期間の長期化償還期間の長期化（平成１５年度～） 
○ 世代間の負担の適正化及び公債費負担の平準化を図るため，公共施設の耐
用年数に応じて，一部の地方債については最大６０年までの償還期間により
発行します。 

 
 
（３）歳入の確保を図ります（３）歳入の確保を図ります（３）歳入の確保を図ります（３）歳入の確保を図ります －県民負担の公平性確保と適正化－  
 
○ 県税については，税負担の公平性の確保の観点から，県税滞納額の縮減
や課税の適正化に努めるとともに，法定外税や超過課税など課税自主権の
活用を図ります。 

○ 受益者負担の適正化の観点から，使用料・手数料等の見直しを行います。 
○ 県有未利用地については，売却処分又は事業用定期借地方式を積極的に
推進します。 

 
《推進事項》 
県税滞納額の縮減・課税の適正化県税滞納額の縮減・課税の適正化県税滞納額の縮減・課税の適正化県税滞納額の縮減・課税の適正化    
○ 税負担の公平性の確保の観点から，各税目に応じた滞納整理による県税滞
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納額の縮減，課税の適正化を積極的に推進します。 
 

＜目標＞ 

滞納額の縮減：３年間で約１０％ 
［平成１３年度県税滞納額 １５０億円］   

 
 【個人県民税】  
  ・ 茨城租税債権管理機構に対する支援を通じた個人県民税の滞納額の縮減，

市町村との連携強化により効果的な徴収対策を推進します。 
＜取組状況＞  
 茨城県租税債権管理機構による個人県民税徴収効果 平成１３年度 約２億円 

 
 【軽油引取税】 
・ 茨城県不正軽油撲滅対策協議会の取組みを通した県民運動の展開により
官民一体となって不正軽油の撲滅に努め，公平性の確保と適正な課税の推
進を図ります。 
・ 軽油引取税の調査体制を強化し，不正軽油１１０番などを活用しながら
脱税事案に対する早期調査に着手するとともに，国税犯則取締法に基づく
刑事告発を行うなど徹底した不正追及に努めます。 
＜脱税事案に対する強制調査＞  
 ・事案Ａ 平成 13 年 11 月 15 日：調査場所 32 ヶ所 (平成 14 年 12 月 5 日通告処分) 
 ・事案Ｂ 平成 14 年 11 月 14～15 日：調査場所 33 ヵ所  
 ・事案Ｃ 平成 15 年 1 月 22 日：調査場所 6 ヶ所  

 
 【自動車税】 
・ 国・県・市町村や民間団体と連携しながら,自動車の不正登録の排除に努
め，課税の適正化を図ります。 
・ 従来の対策に加え,県税事務所全職員による滞納整理や差押・公売を中心
とした滞納処分の実施など，より強力な滞納対策を行います。 

 
 【その他】 
・ 大口滞納事案については，特別徴収班を活用して，より機動的で効果的
な滞納整理を行います。 

 
課税自主権の活用課税自主権の活用課税自主権の活用課税自主権の活用    
○ 核燃料等取扱税については,茨城県自主税財源充実研究会での調査・検討を
踏まえ，その見直しを行います。 
（参考）平成１３年度核燃料等取扱税税収額 ９２５百万円  

 
○ 法定外税，超過課税等の課税自主権の活用など県税のあり方について，茨城県自 
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主税財源充実研究会において幅広い観点から研究します。  
     （参考）平成１３年度超過課税税収額 １，８６２百万円  
           超過課税実施税目：法人県民税法人税割 標準税率５％→５．８％（＋0.8%） 
 
受益者負担の適正化受益者負担の適正化受益者負担の適正化受益者負担の適正化    
○ 有料の県立施設について，減免対象者の割合が著しく高い施設もあること
から，減免方法の運用改善を実施するとともに，高齢化の進展や他制度にお
ける減免措置との均衡等を踏まえ，高齢者の減免対象年齢の段階的引き上げ
を行います。（平成１５年～） 

 
＜高齢者減免の見直し＞  
① 対象施設 
  高齢者減免を行っている全ての県立施設（近代美術館，県 
 植物園など１０施設） 
② 見直しの内容 
  減免対象年齢を６５歳から７０歳に引き上げることとし， 
 平成１５年４月１日から毎年度１歳ずつ引き上げる。 

 
○ これまで訓練経費を徴収してこなかった産業技術専門学院や農業大学校に
ついて，看護専門学院との均衡等を踏まえ，受益者負担の公平性を確保する
観点から，県立高等学校並みの水準で授業料等を徴収することとし，あわせ
て，この財源を活用して，施設・設備の充実を図ります。 

   （関係条例を平成１５年第１回定例会に提案）  
 
 ＜産業技術専門学院及び農業大学校の授業料等の徴収＞   

区  分 適 用 年 月 日 金    額 
 入学試験手数料  Ｈ１５．４．１～          ２，２００円 
 入  学  料  Ｈ１６．４．１～          ５，６５０円 
 授  業  料  Ｈ１６．４．１～   年 １１１，６００円 

   ※産業技術専門学院の短期課程を除く。   
 
○ 国補公共事業において，国の基準以上に県が補助・負担している事業につ
いて，事業本来の負担割合や当該事業による受益の程度等を踏まえて，見直
します。（平成１７年度～） 

 
県有未利用地の処分促進県有未利用地の処分促進県有未利用地の処分促進県有未利用地の処分促進    
○ 県有未利用地については，これまでの売却方式に加え，新たにリース（事
業用定期借地）方式を導入し，処分の促進に努めます。 
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＜目標＞  
売却目標額：３年間で２０億円程度 

 ［平成１２～１４年度売却額：約１６億円］   
 
○ 主管部局において具体的な利用方針の定まらない県有未利用財産について
は，全庁的な観点からその利活用方策について一元的に検討する仕組みを導
入します。 

 
税外収入の確保税外収入の確保税外収入の確保税外収入の確保（平成１５年度～） 
○ 県内の地方銀行のＡＴＭを活用した宝くじの県内販売網の充実など，販売
総額の増加方策を講じることにより，宝くじ収益金の増収を図ります。 

 
 
（４）地方税財源の拡充に取り組みます（４）地方税財源の拡充に取り組みます（４）地方税財源の拡充に取り組みます（４）地方税財源の拡充に取り組みます    －県財政の再生のために－ 
 
○ 危機的な財政状況を克服するためには，県自らの改革努力に加え，地方
税財源の充実強化が不可欠であることから，国から地方への税源移譲等に
ついて，国に対し積極的に提案していきます。 

○ 直轄事業負担金については，地方の意向を十分反映できる仕組みを導入
するとともに，維持管理費分の廃止など具体的な改善措置が速やかに講じ
られるよう，国に対し強く要請していきます。 

○ 県内経済活性化のための県独自の政策的な税の優遇措置を講じ，産業活 
動の活性化・雇用機会の創出を図ります。このことにより，将来的には税
源基盤の充実を図ります。 

 
 
《推進事項》 

地方税財政制度に対する国への提案・要望地方税財政制度に対する国への提案・要望地方税財政制度に対する国への提案・要望地方税財政制度に対する国への提案・要望    
○ かつて経験したことのない危機的な本県の財政状況を克服するためには，
歳入・歳出両面にわたる徹底した行財政改革を行うことが基本ですが，県自
らの取組みだけでは財源確保の上で限界があることから，地方税財源の拡充
に向け，本県独自に又は全国知事会等を通じて，国に対して積極的に以下の
ような提案・要望を行っていきます。 

 
    アアアア    地方税財源の充実強化地方税財源の充実強化地方税財源の充実強化地方税財源の充実強化    

○ 地方税については，個人住民税及び地方消費税の充実など国から地方へ
の税源移譲を早急に進め，税収が安定的で，かつ，税源の偏在性が少ない
地方税体系を構築すること。
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○ 地方交付税については，税源移譲が行われてもなお，地方公共団体間の
財政力格差の是正と一定の行政水準の確保は必要であることから，地方行
財政の運営に支障の生じることのないよう，財源調整機能のみならず，財
源保障機能も堅持し，その総額について，必要な水準を確保すること。 

 
○ 法人事業税への外形標準課税については，平成１６年度から資本金１億
円超の法人に対し課税標準の４分の１について導入が図られることになっ
たところであり，制度の円滑な実施に向けて必要な措置を講じること。 

 
＜平成１５年度税制改正における外形標準課税の導入案の概要＞ 

  対象：資本金１億円超の法人 
  税額：所得基準（所得割額）＋外形基準（付加価値割額＋資本 
    割額） 
    ＊所得基準：外形基準 ＝ ３ ： １ 
 税率：所得割   ７．２％（現行の３／４に引下げ） 
        付加価値割 ０．４８％   
        資本割   ０．２％  

 
○ 税源配分のあり方についての三位一体の改革において，国庫補助負担金
の廃止・縮減を行う場合には，国の歳出削減を目的として国から地方への
負担転嫁を行うことなく，その廃止・縮減に見合う税源移譲等の財源確保
を適切に講じること。 

 
    イイイイ    直轄事業負担金の見直し直轄事業負担金の見直し直轄事業負担金の見直し直轄事業負担金の見直し    

○ 道路や河川などの国直轄事業の実施にあたっては，事前協議制を導入す
るなど，地方の意向が十分に反映される制度とするとともに，負担金の内
容について，地方に対し十分に公開すること。 
 特に，国の補正予算等に伴い，年度途中に大幅な追加を行う場合には，
地方公共団体との協議・調整を行ったうえで，事業を実施すること。 

 
○ 河川環境整備事業費や電線共同溝整備事業費（ともに負担率１／２）の
ように負担割合が高率なものについては，その引き下げを行うこと。 

 
○ 維持管理費に係る直轄事業負担金は早急に廃止するとともに，事務費に
ついては，経費の節減合理化に努め，その比率，充当範囲の取り扱いを補
助事業と同一のものとするよう改善措置を講じること。 

（外形基準部分） 
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県内経済活性化のための政策的な税の優遇措置等県内経済活性化のための政策的な税の優遇措置等県内経済活性化のための政策的な税の優遇措置等県内経済活性化のための政策的な税の優遇措置等    
○ 一段と厳しさを増す本県の景気・雇用情勢を踏まえ，産業活動の活性化と
雇用機会の創出を図るため，企業立地を促進する県税の減免に係る優遇措置
を講じるとともに，工業団地において，これまでの売却方式に加え，新たに
リース（事業用定期借地）方式を導入します。これらにより，将来的には税
源基盤の充実を図ります。 
（税の優遇措置に関する条例を平成１５年第１回定例会に提案） 

 
＜税の優遇措置の概要＞ 

① 対象企業 
   県内に事務所，事業所を新設又は増設し，原則 5人以上 
  の従業者数を増加した法人 
② 免除内容 
 ・法人事業税の課税免除（３年間） 
   事務所等の新増設により増加した従業者数に応じて免除 
 ・不動産取得税の課税免除 
   事務所等の新増設により取得した家屋及びその敷地であ 
  る土地に係る税額を免除 
③適用除外 
  風俗営業を営む事業所，県税の滞納がある法人等 
④施行期間 
  平成 15年４月１日から３年間  

 
○ あわせて，「つくば・東海・日立知的特区」，「鹿島経済特区」，「国際物流
特区」を推進するとともに，ベンチャー企業等への投融資制度を充実するな
ど新産業の創造や産業高度化を推進し，県内経済の活性化を図ります。 
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数数数数    値値値値    目目目目    標標標標    等等等等    一一一一    覧覧覧覧 
 
【１ 県民サービス改革】  

目  標 目標内容 
（１７年度末の目標） 

うち１５年度  推進事項 
 
 

（所管部課） 現  状 平成１４年度までの取組状況等 

 
特記事項 

目  標 県ホームページのアクセス数： 
          年間５００万件 

 ３５０万件  
 
１ 

ＩＴを活用した広 
報の充実 
 
 
 （広報広聴課） 

現  状 平成１２：約５８万件 平成１３：約８６万件 
平成１４：約３０６万件（１２月末現在） 

 

目  標 メルマガいばらき登録読者数： 
           ３，５００人 

２，５００人  
 
２ 

 
     同上 
 
 
 （広報広聴課） 

現   状 平成１４年１２月末現在：１，９０９人 
＊メルマガ開始：平成１４．９月～ 

 

目  標 広く県民が利用する有料施設（４０施 
設程度）の全てについて行政コスト計 
算書を作成・公表 

    ３０施設  
 
３ 

コスト情報の提供 
 
 
 
 
  （財政課） 

現   状 平成１４年度：２０施設程度で作成 

 

目  標 全ての審議会で審議内容等を公表（但 
し，個人情報等を除く） 

 全ての審議会  
 
４ 

審議会情報の公表 
 
 
 
 （行革分権室） 

現   状 １９の審議会（９１審議会の２１％）で公表 
  （うちホームページでの公表は５審議会（６％）） 

 

目  標 審議会の１５％（１３審議会程度）で 
委員の一部を公募 

      ５％  
 
５ 

審議会委員の公募 
 
 
 
 （行革分権室） 

現   状 審議会委員の公募：１％（１審議会） 
（平成１４年１２月末現在の審議会数：９１） 

 

目  標 審議会の女性委員の割合：３０％ （着実に推進）  
 
６ 

 
     同上 
 
 
（女性青少年課） 

現   状 平成１４年３月末現在女性委員の割合：２４．４％ 

 

目  標 道路里親制度参加団体数： 
  ６０団体程度に拡大 

 ３５団体程度  
 
７ 

公共施設サポータ 
ー制度の拡充 
 
 
 （道路維持課） 

現   状 平成１４年度参加団体数：１８団体 

 

目  標 公園サポーター制度を導入し，偕楽園 
など３公園で実施 

      １公園  
 
８ 

 
     同上 
 
 
 （公園街路課） 

現   状  － 

 

目  標 河川愛護活動への参加人員数を 
５３，０００人に拡大 

  51,000人  
 
９ 

 
     同上 
 
 
  （河川課） 

現   状 平成１３年度参加人員：５０，１７９人 
（県管理の２１６河川中８１河川で実施） 
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数数数数    値値値値    目目目目    標標標標    等等等等    一一一一    覧覧覧覧 
 
【１ 県民サービス改革】  

目  標 目標内容 
（１７年度末の目標） 

うち１５年度  推進事項 
 
 
（所管部課） 現   状 平成１４年度までの取組状況等 

 
特記事項 

目  標 県民の森にボランティア制度を導入 
し，奥久慈憩いの森など３施設で実施 
（参加人員数１００人程度） 

      ２施設  
 
10 

公共施設サポータ 
ー制度の拡充 
 
 
 
  （林政課） 

現   状  － 

 

目  標 地域活動団体情報掲載団体数： 
          １，８００団体 

１６００団体  
 
11 

ボランティア団体 
・ＮＰＯ等への支 
援の充実 
 
 （生活文化課） 

現   状 平成１４年度現在：１，２９４団体 

 

目  標 申請・届出手続数の８０％を電子化      － 
（１６年度～） 

 
 
12 

電子申請システム 
の整備 
 
 
 （情報政策課） 

現   状  － 

 

目  標 対象施設数：７９０施設 
（体育館，テニスコート等のスポーツ 
 施設） 

 ５００施設  
 
13 

公共施設予約シス 
テムの整備 
 
 
 
 （情報政策課） 

現   状  － 

 

目  標 電子入札，電子納品 
 工事：３千万円以上の工事で実施 
  （平成１９年度以降は全ての工事で 
  実施予定） 
 測量，設計等：全ての業務で実施 

２億円以上の 
工事及び本庁 
起工の業務の 
一部 

 
 
 
14 

建設ＣＡＬＳ／Ｅ 
Ｃの整備 
 
 
 
 
 （検査指導課） 現   状   － 

 

目  標 電子調達：本庁での集中調達で１００ 
％（平成１８年度以降出先機関へ拡大） 

     － 
（１６年度～） 

 
 
15 

電子調達システム 
の整備 
 
 
 （出納事務局） 

現   状 ＊平成１３年度本庁調達件数：約４，０００件 

 

目  標 文書のペーパーレス化：文書量を３５ 
％削減（対平成１２年度比） 

     － 
（１６年度～） 

 
 
16 

総合文書管理シス 
テムの整備 
 
 
 （情報政策課） 

現   状   － 

 

目  標 決裁日数の短縮：１／３程度短縮      － 
（１６年度～） 

 
 
17 

業務プロセスの改 
善 
 
 
 （情報政策課） 

現   状 本庁における起案から決裁までの平均日数：約５日 
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数数数数    値値値値    目目目目    標標標標    等等等等    一一一一    覧覧覧覧 
 
【１ 県民サービス改革】  

目  標 目標内容 
（１７年度末の目標） 

うち１５年度  推進事項 
 
 
（所管部課） 現   状 平成１４年度までの取組状況等 

 
特記事項 

目  標 廃止・緩和する規制： 
３７条例等８２事務 

 ２５条例等 
  ５９事務 

 
 
18 

県条例等に基づく 
規制の廃止・緩和 
 
 
 
 （行革分権室） 

現   状 ＊規制を含む条例等数 
    ２９０条例等１，４３７事務 

 
（別紙１） 

目  標 簡素化する手続き： 
１９条例等２５事務 

  ８条例等 
  １１事務 

 
 
 
19 

 
同上 

 
 
 
 （行革分権室） 

現   状 ＊規制を含む条例等数 
    ２９０条例等１，４３７事務 

 
（別紙２） 

目  標 住民基本台帳ネットワークシステムの 
活用による住民票添付不要：１６事務 

（旅券発給など政 
省令改正により可 
能となる事務） 

 
 
 
20 

 
同上 

 
 
 
（地方課） 

現   状 平成１４年度から対応の事務：１２事務 

 
（別紙３） 
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数数数数    値値値値    目目目目    標標標標    等等等等    一一一一    覧覧覧覧 
 
【２ 分権改革】  

目  標 目標内容 
（１７年度末の目標） 

うち１５年度  推進事項 
 
 
（所管部課） 現   状 平成１４年度までの取組状況等 

 
特記事項 

目  標 廃止・縮減する関与：１２事務    ８事務  
 
１ 

市町村に対する関 
与の廃止・縮減 
 
 
 （行革分権室） 

現   状  ＊関与等事務数１７７事務 

（別紙４） 

目  標 事務負担の軽減を図る事務：２８事務   ２２事務  
 
２ 

 
同上 

 
 
 （行革分権室） 

現   状  ＊関与等事務数１７７事務 

（別紙４） 

目  標 権限移譲：２１法令１２６事務   ２０法令 
 １１７事務 

 
 
３ 

市町村への権限移 
譲 
 
 
   （人事課） 

現   状 平成１４年４月１日現在：３６法令３９５事務 

（別紙５） 

目  標 人事交流実施市町村数：１０市町村， 
           １０人 

   ７市町村， 
   ７人 

 
 
４ 

対等な人事交流の 
推進 
 
 
   （人事課） 

現   状 平成１３：４市，４人   平成１４：５市，５人 
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数数数数    値値値値    目目目目    標標標標    等等等等    一一一一    覧覧覧覧 
 
【３ 県庁改革】  

目  標 目標内容 
 （１７年度末の目標） 

うち１５年度  推進事項 
 
 
（所管部課） 現   状 平成１４年度までの取組状況等 

 
特記事項 

目  標 庁内公募対象業務数：２０業務 
  事務・技術業務：１３ 
  技術業務   ： ７ 

 １２業務 
 事務・技術業務：９ 
 技術業務：３ 

 
 
１ 

庁内公募の拡充 
 
 
 
 
 
（人事課） 

現   状 平成１０～１４年度：各年度とも５業務 
         （事務・技術業務：５業務） 

 

目  標 民間企業，他の行政機関等への派遣者 
数：３５人 

   約３０人  
 
２ 

民間企業等への派 
遣研修の充実 
 
 
（人事課） 

現   状 平成１０～１３年度派遣数：平均２０人／年 
平成１４年度派遣者数：２２人 

 

目  標 通信研修助成対象講座の拡大， 
受講者数の増：計画人数１００人 

   １００人  
 
３ 

自己研鑽，自己啓 
発の環境づくり 
 
 
（人事課） 

現   状 平成１４年度実施人数：３９コース，７３人 

 

目  標 任期付研究員数：５名       ３名  
 
４ 

任期付研究員採用 
制度の活用 
 
 
（人事課） 

現   状   － 

 

目  標 平成１０～１９年度の１０年間に約 
１，０００人（対象職員数の約１５％） 
を削減 
（前大綱の目標に３４０人上乗せ） 

約９０人削減  
 
５ 

一般行政部門に係 
る職員数の削減 
 
 
 
 
 
 
 
 
（人事課） 

現   状 平成１０～１４年度に５４６人削減 
  前大綱の目標：平成１９年度までに約６６０人（対 
        象職員数の約１０％）を削減 

平成１０～ 
１４年度の 
削減率 
８．３％は 
全国第３位 
の率 
 特殊事情に 
 より特に削 
 減幅が大き 
 い２都県を 
 除く 

目  標 平成１０～１９年度の１０年間に約 
１，３７０人を削減 
（国の定数改善計画による配置増のた 
め，前大綱の目標より３３０人減） 

約４０人削減  
 
６ 

教育部門に係る職 
員数の削減 
 
 
 
 
 
（教育庁総務課） 

現   状 平成１０～１４年度に７８５人削減 
  前大綱の目標：平成１９年度までに約１，７００人 
        削減 

 

目  標 毎年度，配置定数の１．５％相当を削 
減 

   １．５％  
 
７ 

定員シーリング等 
の実施 
 
 
（人事課） 

現   状 平成１０～１２年度：２％ 
平成１３～１４年度：１．５％ 
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数数数数    値値値値    目目目目    標標標標    等等等等    一一一一    覧覧覧覧 
 
【３ 県庁改革】  

目  標 目標内容 
（１７年度末の目標） 

うち１５年度  推進事項 
 
 
（所管部課） 現   状 平成１４年度までの取組状況等 

 
特記事項 

目  標 ※平成１１年度比 
（省資源） 
 用紙類の使用量：１０％削減 
 上水道使用量：５％削減 
 廃棄物の量：１０％削減 
 可燃廃棄物のリサイクル率：７０％ 
  グリーン購入率：７０％ 
 建設廃棄物のリサイクル率：９０％ 
（省エネルギー） 
 電気使用量：７％削減 
 公用車燃料使用量：７％削減 
 燃料使用量：７％削減 
（温室効果ガス排出量）６％削減 

 
 
（着実に推進） 

 
 
８ 

環境に配慮した行 
政の推進 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 （環境政策課） 

現   状 １３年度／１１年度比： 
 用紙類の使用量：２３．１％減 
 上水道使用量：６．３％減 
 廃棄物の量：０．９％増 
 可燃廃棄物のリサイクル率：６０．７％ 
 グリーン購入率：７４．７％ 
 建設廃棄物のリサイクル率：８８．０％（12年度） 
 電気使用量：０．３％増 
 公用車燃料使用量：１．４％増 
 燃料使用量：２．８％減 
  温室効果ガス排出量：０．０％ 
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数数数数    値値値値    目目目目    標標標標    等等等等    一一一一    覧覧覧覧 
 
【４ 出資団体改革】  

目  標 目標内容 
（１７年度末の目標） 

うち１５年度  推進事項 
 
 
（所管部課） 現   状 平成１４年度までの取組状況等 

 
特記事項 

目  標 単年度赤字団体数を約３０％減少     約１０％  
 
１ 

経営の健全化に向 
けた事業展開等 
 
 
（出資団体指導室） 

現   状 平成１３年度決算赤字団体数：２９団体 

 

目  標 補助金等の削減：３年間で約１０％削 
減 

     約４％  
 
２ 

県による財政的・ 
人的支援の見直し 
 
 
 
  （財政課） 

現   状 平成１４年度補助金等の額：約３５８億円 

 

目  標 知事・副知事の団体代表兼職団体数： 
     ３年間で１０団体程度削減 

 ３団体程度  
 
３ 

 
     同上 
 
 
 
(出資団体指導室） 

現   状 団体代表兼職団体数：２２団体 
         （知事：１０，副知事：１２） 
平成１４年度：２団体実施（開発公社，土地開発公社） 

 

目  標 県退職者派遣数：３年間で約１０％削 
減 

      約３％  
 
４ 

 
     同上 
 
 
  （人事課） 

現   状 平成１４年度県退職者派遣数：７５人 

 

目  標 県職員派遣数：３年間で約１０％削減 
（県立社会福祉施設の民間委託化等特 
 殊要因による派遣増を除く） 

    約５％  
 
５ 

 
     同上 
 
 
 
  （人事課） 

現   状 平成１４年度県職員派遣数：４２６人 

 

目  標 県職員団体役員兼任数： 
３年間で約１０％削減 

      約５％  
 
６ 

 
     同上 
 
 
（出資団体指導室） 

現   状 平成１４年度県職員団体役員兼任数：１４４人 
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数数数数    値値値値    目目目目    標標標標    等等等等    一一一一    覧覧覧覧 
 
【５ 財政構造改革】  

目  標 目標内容 
（１７年度末の目標） 

うち１５年度  推進事項 
 
 
（所管部課） 現   状 平成１４年度までの取組状況等 

 
特記事項 

目  標 平成２２年度を目途にプライマリーバ 
ランスを黒字化 

     －  
 
１ 

プライマリーバラ 
ンスの黒字化 
 
 
  （財政課） 

現   状 平成１４年度：▲４５０億円（最終補正後予算） 

 

目  標 職員定数削減，給与の適正化などによ 
る削減額：３年間で１００億円程度 

 ５０億円程度  
 
２ 

人件費の抑制 
 
 
  （人事課） 
  （財政課） 

現   状 平成１０～１４年度削減額：約３４９億円 

 

目  標 実質的な公共投資額が，景気対策のた 
めの大幅な公共投資の追加が行われて 
いた以前の水準（平成３年度の水準） 
となることをめざし，縮減 

    約７％  
 
 
３ 

公共投資の縮減並 
びに重点化 
 
 
 
 
  （財政課） 

現   状 平成１４年度公共投資と公債費を合わせた最終予算額 
：３，５２５億円 

 

目  標 事業本数：毎年度，前年度比で約１０ 
％削減 

    １０％  
 
４ 

事務事業の再構築 
 
 
 
 
  （財政課） 

現   状 平成１５年度予算要求における事務事業再構築 
 事業本数：▲１０％ 
 見直し削減率：一般行政費▲２％ 
        公共事業以外の投資的経費 ▲10％ 

 

目  標 補助金総額の縮減：３年間で約１０％      約３％  
 
５ 

補助金の廃止・縮 
減 
 
 
  （財政課） 

現   状 平成１４年度補助金総額：４５８億円（当初予算） 

 

目  標 施設の維持管理経費の削減：３年間で 
約１０％削減 

     約５％  
 
６ 

維持管理経費の見 
直し 
 
 
  （財政課） 

現   状 平成１４年度施設維持管理経費： 
１２０億円（当初予算） 

 

目  標 企業会計・特別会計繰出金削減額： 
３年間で６０億円程度 

 ２０億円程度  
 
７ 

企業会計・特別会 
計繰出金の抑制 
 
 
  （財政課） 

現   状 平成１４年度企業会計・特別会計繰出金額： 
２６０億円（当初予算） 

 

目  標 毎年度５０億円程度発行  ５０億円程度  
 
８ 

ミニ市場公募債の 
発行 
 
 
 
  （財政課） 

現   状 平成１４年度発行額：４０億円 
 第１回発行２０億円（平成１４．１２月） 
 第２回発行２０億円（平成１５．３月） 
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数数数数    値値値値    目目目目    標標標標    等等等等    一一一一    覧覧覧覧 
 
【５ 財政構造改革】  

目  標 目標内容（１７年度末の目標） うち１５年度  推進事項 
 
（所管部課） 現   状 平成１４年度までの取組状況等 

特記事項 

目  標 滞納額の縮減：３年間で約１０％    約３％  
 
９ 

県税滞納額の縮減 
・課税の適正化 
 
 
  （税務課） 

現   状 平成１３年度県税滞納額：１５０億円 

 

目  標 売却目標額：３年間で２０億円程度  １２億円程度  
 
10 

県有未利用地の処 
分促進 
 
 
  （管財課） 

現   状 平成１２～１４年度売却額：約１６億円 

 

 
 

 
 



（別紙１）

廃止・緩和する規制　　　（計３７条例等８２事務）
１　許可，届出の廃止，基準の緩和等

NO. 規制の内容 条例等名称 条項 廃止・緩和の内容 予定時期

面積が1,000㎡以上の工業用地に工場
を設置する場合には，製品，建築面
積等を届出

第15条

1
上記届出事項が土地利用計画上著し
く不適当な場合に是正を勧告

茨城県工業開発
条例

第16条 届出等の廃止 平成15年度

届出をした日より90日を経過した後
でなければ，工場の設置をしてはな
らない

第16条
の2

2
変更の届出を不要とする軽易な増設
の基準

茨城県工業開発
条例施行規則

第10条

3 船舶けい離営業の許可
茨城県港湾施設
管理条例

第10条
第1項

許可の廃止 平成15年度

港湾施設の使用許可期間 第12条

許可期間の延長(｢待
合所等｣の許可期間１
年以内を３年以内に
延長）

4
建築物の敷地規模を制限（原則165㎡
以上）

茨城県筑波研究
学園都市におけ
る建築物の敷地
の制限に関する
条例

第2条

建築確認前の境界杭設置，敷地の認
定

第3条
県条例，規則につい
ては廃止

平成15年度

5
敷地境界杭を未承認で移動，除去す
ることの禁止等

茨城県筑波研究
学園都市におけ
る建築物の敷地
の制限に関する
条例施行規則

第9条
第3項

都市計画区域以外で行う0.5ha以上
1ha未満の宅地開発に係る

　工事の設計基準 第8条

　工事着工前に設計確認 第9条

　確認された設計に適合した工事の
施行

第12条

6 　工事施行時の災害防止等の措置
茨城県宅地開発
事業の適正化に
関する条例

第13条 条例の廃止 平成16年度

　設計変更，工事廃止等の届出 第14条
（設計基準，届出等
の廃止）

　設計確認の掲示 第15条

　工事完了の届出 第16条

　工事完了前の建築制限 第17条

　条例違反時の停止命令等 第18条

7
県営住宅に入居する際の連帯保証人
の付置

茨城県県営住宅
条例

第11条

６５歳以上の高齢者
(単身,世帯)について
連帯保証人を免除可
能に緩和

平成14年度
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NO. 規制の内容 条例等名称 条項 廃止・緩和の内容 予定時期

8
実施可能な収益事業を物品販売業，
物品貸付業，製造業，倉庫業，運送
業等に限定

私立学校法第26
条第2項の規定に
基き学校法人及
び同法第64条第4
項の法人の行う
収益事業の種類
指定(公示)

第2条

私立学校が行える収
益可能な事業の種類
限定を緩和(農業,林
業,漁業,建設業,運
輸・通信等の12産業
に拡大)

平成15年度

ゴルフ場開発事業者の会員募集時に
おける最終総会員数の明示義務

第4

「県土利用の調整に関する基本要
綱」協議時，資金計画及び誓約書の
提出義務

第5-1

「土地開発事業の適正化に関する指
導要綱」設計承認申請時の資金計画
及び会員募集計画書の提出義務

第5-2

「土地開発事業の適正化に関する指
導要綱」に基づく検査済証交付後の
会員募集義務

第6-1

9 会員募集毎の会員募集届出
ゴルフ会員募集
に関する指導要
綱

第6-2 要綱の廃止 平成15年度

会員募集計画書、又は募集届の変更
届出

第6-3
（ゴルフ会員等募集
に関する報告，届出
等の廃止）

会員募集終了届，会員募集経過届出 第6-4

会員募集計画書，会員募集届出書等
の閲覧（公開)義務

第7

会員募集時の会員への書面交付義務 第8-2

会員へ交付する書面書式の知事への
届出

第8-3

「土地開発事業の適正化に関する指
導要綱」設計承認前の募集協定書の
締結義務

第9

10
「造成敷地等の処分及び管理に関す
る計画」で工業団地内に工区を指定

首都圏の近郊整
備地帯及び都市
開発区域の整備
に関する法律

法第18
条の2

鹿島臨海工業地帯に
係る「造成敷地等の
処分及び管理に関す
る計画」で指定する
「工区」の地域を見
直す

平成15年度

「造成敷地等の処分及び管理に関す
る計画」で指定する工区毎に，立地
に適する業種を指定

鹿島臨海工業地帯に
係る「造成敷地等の
処分及び管理に関す
る計画」で工区毎に
指定した立地に適す
る業種の拡大
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NO. 規制の内容 条例等名称 条項 廃止・緩和の内容 予定時期

11
浄化槽保守点検業者が営業所毎に備
える器具の設置要件

茨城県浄化槽保
守点検業者の登
録に関する条例
施行規則

第12条
設置要件のうち亜硝
酸性窒素測定器具の
廃止

平成15年度

12

国，地方公共団体が発注する以外の
大規模建設工事（工事金額が5千万円
以上の土木工事，工事金額が１億円
以上の建築工事）請負者の産業廃棄
物処理方法の届出

茨城県廃棄物処
理要項（告示）

第9条
要項による届出の廃
止

平成15年度

13
積替保管施設の維持管理基準（囲い,
表示,防火,保管高さ等）

自動車解体業者
に係る積替保管
施設に関する維
持管理基準（事
務処理要領）

-
要領による管理基準
の廃止

平成16年度

14
積替保管施設の構造基準（囲い,表
示,防火,排水,通路等）

自動車解体業者
に係る積替保管
施設に関する構
造基準（事務処
理要領）

-
要領による構造基準
の廃止

平成16年度

15
資金貸与時の連帯保証人(２名)の要
件（独立の生計を営む者で１人は県
内に住所を有する者）

茨城県社会福祉
士及び介護福祉
士修学資金貸与
条例施行規則

第6条
第1項

連帯保証人１名は
「原則として」県内
に住所を有する者に
緩和

平成15年度

16 薬剤師の住所変更届出
薬剤師法施行細
則

第5条 届出の廃止 平成14年度

17
理容所以外で業を行う場合の出張業
務の届出

茨城県理容師法
施行細則

第7条
理容所を開設してい
る理容師については
届出を廃止

平成15年度

18
美容所以外で業を行う場合の出張業
務の届出

茨城県美容師法
施行細則

第7条
美容所を開設してい
る美容師については
届出を廃止

平成15年度

19
旅館業を営む者が死亡，合併，破産
による解散，合併又は破産以外の事
由で解散した場合の届出

茨城県旅館業法
施行細則

第4条
第2項

届出の廃止 平成15年度

ホテル営業施設の構造設備基準
第5条
第1項

構造設備基準のうち
レストラン調理室の
設置を任意規定に緩
和

平成15年度

20
営業者が破産による解散，合併又は
破産以外の事由により解散した場合
の届出

茨城県公衆浴場
法施行細則

第5条 届出の廃止 平成15年度

21
営業者が破産による解散，合併又は
破産以外の事由により解散した場合
の届出

茨城県興行場法
施行細則

第6条
第2項

届出の廃止 平成15年度

原種認定牛の指定申請
第2条
第2項

原種認定牛の交配指定 第5条

22 原種分娩の場合の報告義務
茨城県黒毛和種
原種認定牛造成
要項（告示）

第6条 要項の廃止 平成15年度

原種認定牛，準認定候補牛を指定
後，繁殖に供する義務

第10条
（原種認定牛の指定
に関する申請，報告
等の廃止）

転貸の協議、飼養管理場所の移動報
告義務

第12条
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NO. 規制の内容 条例等名称 条項 廃止・緩和の内容 予定時期

原種認定牛の指定申請
第2条
第2項

原種認定牛の交配指定 第5条

23 原種分娩の場合の報告義務
茨城県乳用牛原
種認定牛造成要
項（告示）

第6条 要項の廃止 平成15年度

原種認定牛，準認定候補牛を指定
後，繁殖に供する義務

第10条
（原種認定牛の指定
に関する申請，報告
等の廃止）

転貸の協議、飼養管理場所の移動報
告義務

第12条

24 受検可能な豚の条件指定
茨城県豚産肉能
力検定実施要領
（告示）

第4条 要領の廃止 平成15年度

能力検定の申請 第5条

県が試験林指定地を無償使用 第4条 規程の廃止

25 火災等発生時の報告義務
茨城県試験林設
置規程（告示）

第8条
（試験林設置に関す
る報告等の廃止）

平成15年度

権利移転のための許可
第10条
第1項

県策定の施業計画に基づく保育，植
樹等の実施義務

第7条

施業実施時，指示に従う義務
第8条
第1項

26 施業終了後の報告
茨城県林業展示
施設設置要項(告
示)

第8条
第2項

要項の廃止 平成15年度

緊急に必要な措置を講じた場合（火
災延焼防止等）の報告

第8条
第3項

（県施業計画に基づ
く実施，報告等の廃
止）

展示施設の維持義務 第9条

土地，立竹木，施設等の譲渡等の承
認

第10条

目的達成時等の指定解除
第11条
第2項

27 小型まき網漁業の許可定数の制限
茨城県海面漁業
調整規則

第25条
小型まき網漁業許可
時の定数制限（最高
40隻）を廃止

平成14年度

28 占用許可後の誓約書提出
茨城県道路占用
規則

第7条 誓約書の提出を廃止 平成16年度

29
(財)茨城県建築住宅センターが行う
ことができる建築確認，検査業務の
区域

建築基準法
法第77
条の22

業務を行える区域を
拡大（下館市，結城
市，協和町，関城
町，八千代町，三和
町，猿島町，境町の
８市町を加え，計58
市町村）

平成14年度
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２　報告書の提出回数の削減，閲覧時間の延長

NO. 規制の内容 条例等名称 条項 廃止・緩和の内容 予定時期

30
浄化槽保守点検業者は6ヶ月毎に点検
実績報告書を提出

茨城県浄化槽保
守点検業者の登
録に関する条例
施行規則

第16条 年１回の報告に緩和 平成15年度

型式認定外の浄化槽設置に係る構造
等の事前審査

第3 事前審査の廃止 平成16年度

31
浄化槽工事業者は6月毎に工事実績報
告書を提出

茨城県浄化槽指
導要綱（告示）

第8-2 随時の報告に緩和 平成15年度

浄化槽清掃業者は6月毎に清掃実績報
告書を提出

第8-4 随時の報告に緩和 平成15年度

32
産業廃棄物処理施設に係る技術管理
者変更報告，処理責任者設置報告

茨城県廃棄物の
処理及び清掃に
関する法律施行
細則

第21条 報告書の提出を廃止 平成15年度

33
建築物における衛生的環境の確保に
関する法律登録事業者の年度実績報
告書の提出

建築物における
衛生的環境の確
保に関する事業
の登録要項

第7 報告書の提出を廃止 平成14年度

再登録申請期限(有効期間満了の１月
前まで)

第9 申請期限の廃止 平成14年度

34

養護老人ホーム，特別養護老人ホー
ム及び軽費老人ホームの長は，毎
月，老人福祉施設利用状況調べを提
出

茨城県老人福祉
法施行細則

第13条
４半期毎の報告に緩
和

平成15年度

35

県建設工事入札参加資格者名簿及び
県建設コンサルタント業務等委託業
務入札参加資格者名簿の閲覧時間
（９時から11時，13時から16時）

茨城県建設工事
入札参加資格者
名簿及び茨城県
建設コンサルタ
ント業務等委託
業務入札参加資
格者名簿閲覧規
程（告示）

第2条
午前中の閲覧時間を
正午まで延長

平成14年度

36
県知事許可建設業者経営事項審査結
果通知書の閲覧時間（９時から11
時，13時から16時）

茨城県知事許可
建設業者経営事
項審査結果通知
書閲覧規程（告
示）

第2条
午前中の閲覧時間を
正午まで延長

平成14年度

37

県公共工事の発注の見通しに関する
事項並びに入札及び契約の過程並び
に契約の内容に関する事項に係る文
書の閲覧時間（９時から11時，13時
から16時）

茨城県公共工事
の発注の見通し
に関する事項並
びに入札及び契
約の過程並びに
契約の内容に関
する事項に係る
文書の閲覧に関
する規程（告
示）

第4条
午前中の閲覧時間を
正午まで延長

平成14年度
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（別紙２）

行政手続の簡素化　　（計１９条例等２５事務）

NO. 行政手続の内容 条例等名称 条項 簡素化等の内容 予定時期

1
クリーニング所開設届，ク
リーニング所の完成検査申
請

茨城県クリーニ
ング業法施行細
則

第1条

クリーニング所の開設
届と完成検査申請を一
回の手続きで済むよう
にする

平成14年度

2 理容所開設届
茨城県理容師法
施行細則

第2条
理容所の開設届と完成
検査申請を一回の手続
きで済むようにする

平成15年度

理容所の完成検査申請 第3条

3 美容所開設届
茨城県美容師法
施行細則

第2条
美容所の開設届と完成
検査申請を一回の手続
きで済むようにする

平成15年度

美容所の完成検査申請 第3条

4
温泉の掘削許可申請時の添
付書類

温泉事務取扱要
綱（事務処理要
領)

第2条第1
項

市町村長の意見書の削
減

平成14年度

5
温泉の掘削許可申請時の添
付書類

温泉関係ハンド
ブック（事務処
理要領）

- 資金証明書の削減 平成14年度

6
興行場営業許可申請時の添
付書類

茨城県興行場法
施行細則

第2条

暖冷房及び換気設備の
構造等，照明配置図，
建築確認通知書の写
し，所有者の使用承諾
書，法人定款の削減

平成15年度

7
旅館営業許可申請時の添付
書類

茨城県旅館業法
施行細則

第2条
建築確認通知書の写
し，所有者の使用承諾
書，法人定款の削減

平成15年度

8
公衆浴場営業許可申請時の
添付書類

茨城県公衆浴場
法施行細則

第2条第2
項

汚水排除の方法を示し
た図面，建築確認通知
書の写し，所有者の承
諾書の写しの削減

平成15年度

9
建築物の清掃，空気測定等
の事業者登録申請時の添付
書類

建築物における
衛生的環境の確
保に関する事業
の登録要項（事
務処理要領）

第3条

法人の場合定款・寄付
行為・規則等の写し，
料金表，従業員名簿の
削減

平成14年度

10
漁業の継続許可申請時の添
付書類

茨城県海面漁業
調整規則

第8条第4
項

申請理由書の削減 平成14年度

試験研究等のための特別採
捕許可申請時の添付書類

第48条
傭船による採捕時の漁
船所有者の印鑑証明書
の削減

11
漁業の継続許可申請時の添
付書類

茨城県霞ケ浦北
浦海区漁業調整
規則

第8条第5
項

申請理由書の削減 平成14年度

試験研究等のための特別採
捕許可申請時の添付書類

第50条
傭船による採捕時の漁
船所有者の印鑑証明書
の削減

12
採捕の継続許可申請時の添
付書類

茨城県内水面漁
業調整規則

第7条 申請理由書の削減 平成14年度

試験研究等のための特別採
捕許可申請時の添付書類

第34条
傭船による採捕時の漁
船所有者の印鑑証明書
の削減
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NO. 行政手続の内容 条例等名称 条項 簡素化等の内容 予定時期

13
中高層建築物の建築確認申
請時の添付書類

茨城県中高層建
築物によるテレ
ビ受信障害の未
然防止に関する
指導要綱（告
示）

第5条
受信障害に関し近隣住
民と紛争を起こさない
旨の誓約書の削減

平成15年度

14
県福利厚生棟利用承認申請
書への押印

茨城県福利厚生
棟管理規程（訓
令）

－ 押印の廃止 平成15年度

15
鹿島セントラルモールの特
別使用許可申請書(物品販
売等申請)への押印

鹿島セントラル
モールの設置及
び管理に関する
条例施行規則

第3条第1
項

押印の廃止 平成15年度

16
県測量業者登録簿等閲覧受
付簿への押印

茨城県測量業者
登録簿等閲覧規
則

第5条 押印の廃止 平成14年度

17
県不動産鑑定業者登録簿等
閲覧受付簿への押印

茨城県不動産鑑
定業者登録簿等
閲覧規則

第5条 押印の廃止 平成14年度

18
県建築計画概要書等閲覧申
込書への押印

茨城県建築計画
概要書等閲覧規
程（告示）

第4条 押印の廃止 平成15年度

19 漁船登録票返納の届
茨城県漁船法施
行細則

第12条第1
項

届出記載事項（船質,総
トン数，機関種類，馬
力数，漁業種類）簡素
化

平成14年度

漁船の登録謄本交付申請書
第12条第2
項

申請書記載事項（船
質，総トン数，機関種
類，馬力数，漁業種類
の記載）の簡素化
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（別紙３）

住民基本台帳ネットワークシステムにより住民票添付が不要となる事務

１　平成１４年度から対応している事務
NO. 事　務　の　内　容 法　令　等　の　名　称

1 自動車税の身体障害者への減免に係る継続確認 県税条例

2 不動産取得税の課税標準の特例を受けるための申請 県税条例

3 恩給受給者の受給権存否の確認 恩給法

4 恩給受給者の生存確認 退職年金条例

5 一般旅券の記載事項の訂正事項の確認 旅券法

6 職業訓練指導員の免許，受験申請 職業能力開発法

7 農地の権利移動，転用許可申請 農地法

8 農業改良資金の貸付申請 農業改良資金助成法

9 漁船の建造等許可申請，原簿登録申請 漁船法

10 漁業免許申請，許可証の書換交付申請 漁業法

11 建設業許可（営業所調査） 建設業法

12
宅地建物取引業の免許申請，宅地建物取引主任者資格の
登録

宅地建物取引業法

２　平成１５年度以降対応が可能となる事務
NO. 事　務　の　内　容 法　令　等　の　名　称

1 一般旅券の新規発給，一般旅券の再発給 旅券法

2 特定非営利活動（ＮＰＯ）法人に係る設立の認証 特定非営利活動促進法

3 貸金業者の登録 貸金業の規制等に関する法律

4
医療特別手当の支給,特別手当の支給,原子爆弾小頭症手
当の支給,健康管理手当の支給,保健手当の支給,介護手当
の支給,葬祭料の支給

原子爆弾被爆者に対する援護に関する
法律

5 家畜商の登録，免許申請 家畜商法

6 米穀販売業の登録
主要食糧の需給及び価格の安定に関す
る法律

7 生産事業者の登録 林業種苗法

8

保安林の指定施業要件の変更,重要流域以外の流域内の民
有林の保安林への指定,その他の民有林の保安林への指
定,知事による保安林の指定の理由が消滅した場合の指定
の解除，知事による公益上の理由による保安林の指定の
解除，農林水産大臣への保安林の指定又は指定の解除の
申請の経由

森林法

9
特定計量器修理事業者の届出，特定計量器製造事業の届
出の経由,特定計量器販売事業の経由

計量法

10 大規模小売店舗の新設に関する届出 大規模小売店舗立地法

11
第一種・第二種フロン類回収業者の登録，第二種特定製
品引取業者の登録

特定製品に係るフロン類の回収及び破
壊の実施の確保等に関する法律

12 電気工事士免状の交付 電気工事士法

13 液化石油ガス設備士免状の交付
液化石油ガスの保安の確保及び取引の
適正化に関する法律

14 解体工事業の登録
建設工事に係る資材の再資源化等に関
する法律

15 不動産鑑定業者の登録,登録の申請の経由 不動産の鑑定評価に関する法律

16
高齢者向け優良賃貸住宅の供給計画の認定，終身建物賃
貸借事業の認可

高齢者の居住の安定確保に関する法律
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（別紙４）

１　市町村への県の関与の廃止・縮減

NO. 県の関与等事項名 条例等名称 条項 廃止・縮減の内容 予定時期

1
市町村施行土地区画整理事業の
資金計画の変更等に係る県との
協議

土地区画整理事業(公共施
行)の事業計画変更に係る
事務手続きについて(通
知)

協議の廃止 平成１４年度

2
市町村が県立公園事業を執行す
る際の知事の承認

茨城県立自然公園条
例

第７条第
２項

「承認」を「同意
を要する協議」に
改正

平成１５年度

3
市町村が流域下水道を使用する
際の使用計画の提出及び知事の
承認

第３
提出及び承認の廃
止

平成１４年度

4
公共下水道を流域下水道に接続
する際の接続工事についての知
事の承認

茨城県流域下水道管
理要綱

第８
「承認」を「同意
を要する協議」に
改正

平成１４年度

5
流域下水道へ流入する水質の測
定及び知事への報告

第１１
報告回数を毎月か
ら四半期ごとに縮
減

平成１４年度

6
老人福祉センターの利用状況の
知事への報告

茨城県老人福祉法施
行細則

第１３条 報告の廃止 平成１５年度

7
引き取り者の判明しない死体を
大学の長に交付したときの知事
への報告

茨城県墓地，埋葬等に関
する法律第９条の規定に
よる埋葬等の取扱要領

第５ 報告の廃止 平成１５年度

8
市町村立土地開発公社の役員異
動報告書の知事への提出

第８
（３）

9
市町村立土地開発公社の事業計
画等の年度開始前の知事への提
出

第８
（４）

10
市町村立土地開発公社の事業報
告書の決算終了後２ヶ月以内の
知事への提出

土地開発公社指導監
督要綱

第８
（５）

要綱の廃止（提出
等の廃止）

平成１５年度

11
市町村立土地開発公社の業務運
営状況等に関する検収

第９

12
市町村立土地開発公社の状況等
に関する定期検査

第４

２　市町村の事務負担の軽減

NO. 県の関与等事項名 条例等名称 条項
事務負担軽減の内

容
予定時期

1
建築確認申請受付前の市町村農
業委員会の地目確認事務

確認事務の廃止 平成１５年度

2
農業委員会の地目確認整理簿の
備え付け義務

備え付け義務の廃
止

平成１５年度

3
地域ケアシステムの推進事業の
現況報告

地域ケアシステム推進
事業の現況等の記入要
領

第１
報告回数の縮減
（四半期→年１
回）

平成１５年度

4
身体障害者デイサービス事業及
び精神薄弱者デイサービス事業
の利用状況報告

身体障害者デイサービス事業
及び精神薄弱者デイサービス
事業の利用促進について（通
知）

報告の廃止 平成１５年度

5
市町村による土地取引表の作
成・報告（土地取引事例アン
ケート調査）

土地取引事例アン
ケート調査実施要項

第２条 調査自体の廃止 平成１５年度

6
遊休土地実態調査における市町
村の現地調査

茨城県遊休土地認定
事務処理要領

第３条 現地調査の廃止 平成１５年度

NO. 県の関与等事項名 条例等名称 条項
事務負担軽減の内

容
予定時期

建築基準法による建築
確認と農地法による農
地転用許可基準事務の
連絡調整について（通
達）
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7 消防施設整備費補助金交付申請
茨城県消防施設整備
費補助金交付要項

第５条
国への要望書との
重複書類は不要で
ある旨を明確化

平成１５年度

8
母子・寡婦福祉資金貸付事務の
処理状況報告

茨城県母子・寡婦福
祉資金貸付事務処理
特例交付金交付要項

第５条
処理状況報告の廃
止

平成１５年度

9
特定計量器定期検査に係る検査
結果報告

特定計量器定期検査
要項

２（１）
検査結果報告書の
廃止

平成１５年度

10
商店街共同施設整備事業補助金
交付申請

商店街共同施設整備
事業補助金交付要項

７
採択申請書と重複
する添付書類の省
略

平成１５年度

11
普通交付税算定に係る軽自動車
税基礎数値のヒアリング

普通交付税の額の算
定に用いる基礎数値
等について（照会）

ヒアリングの廃止 平成１４年度

12
市町村職員勤務条件調査に係る
ヒアリング

勤務条件等に関する
調査等について（依
頼）

ヒアリングの廃止 平成１５年度

13
ゴルフ場会員募集届の市町村長
経由

第６－２ 市町村経由の廃止 平成１５年度

14
ゴルフ場会員募集変更届の市町
村長経由

第６－３ 市町村経由の廃止 平成１５年度

15
ゴルフ場会員募集終了届，経過
届の市町村長経由

第６－４ 市町村経由の廃止 平成１５年度

16
消費生活サポーター講座受講生
募集

消費生活サポーター
養成講座実施要領

１，２ 市町村経由の廃止 平成１５年度

17
茨城県立自然公園条例に基づく
特別地域における工作物新築等
許可申請の市町村経由

市町村経由の廃止 平成１５年度

18
茨城県立自然公園条例に基づく
普通地域における工作物新築等
届出の市町村経由

市町村経由の廃止 平成１５年度

19
自然公園法に基づく国定公園の
特別地域における工作物新築等
許可申請の市町村経由

市町村経由の廃止 平成１５年度

20
自然公園法に基づく国定公園の
普通地域における工作物新築等
届出の市町村経由

市町村経由の廃止 平成１５年度

21
浄化槽工事実績報告書の市町村
経由

第８－２ 市町村経由の廃止 平成１５年度

22
浄化槽清掃実績報告書の市町村
経由

第８－２ 市町村経由の廃止 平成１５年度

23
漁業士認定申請についての市町
村経由

茨城県漁業士育成事
業実施要領

５ 市町村経由の廃止 平成１５年度

24
農業改良資金貸付申請書の市町
村経由

第５条 市町村経由の廃止 平成１４年度

25
農業改良資金支払い猶予申請書
の市町村経由

第１４条 市町村経由の廃止 平成１４年度

26
土地改良事業補助金申請書の市
町村経由

茨城県土地改良事業
補助金交付要項

第１３条 市町村経由の廃止 平成１４年度

27
県単土地改良事業に係る事業計
画書等の市町村経由

茨城県県単土地改良
事業実施要領

第３ 市町村経由の廃止 平成１４年度

28
農地・農業用施設災害復旧事業
等交付申請等の市町村経由

茨城県災害復旧事業
等補助金交付規程

第１４条 市町村経由の廃止 平成１４年度

茨城県農業改良資金
貸付規程

ゴルフ会員募集に関
する指導要綱

自然公園特別（普
通）地域内における
各種行為の許可申請
（届出）書等の市町
村長経由について
（依頼）

茨城県浄化槽指導要
綱
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（別紙５）

市町村へ権限移譲する事務

NO. 法令等の名称 事務の内容 移譲先 予定時期 備考

1
茨城県青少年のため
の環境整備条例第26
条第１項等

自動販売機に係る立
入調査等

水戸市,日立市,
土浦市,つくば
市,茨城町,岩間
町,東海村,東町,
霞ヶ浦町,協和
町,境町

１５年度

日立市，土浦市 １５年度
まちづくり特
例市移譲事務

つくば市 １６年度
まちづくり特
例市移譲事務

日立市，土浦市 １５年度
まちづくり特
例市移譲事務

つくば市 １６年度
まちづくり特
例市移譲事務

鳥獣による生活環
境，農林水産業又は
生態系に係る被害の
防止の目的でする鳥
獣の捕獲の許可等

各市町村 １５年度

傷病鳥獣の捕獲許可 未　定 １７年度

5 児童福祉法第59条第

1項等
認可外保育施設に対
する報告の徴収等

日 立 市 ， 土 浦
市，つくば市

１５年度
まちづくり特
例市移譲事務

6

母子及び寡婦福祉法
施行令の一部を改正
する政令附則第4条
第5項等

特例児童扶養資金の
据置期間の延長の申
請の受理及び知事へ
の送付等

各市町村 １５年度

日立市，土浦市 １５年度
まちづくり特
例市移譲事務

つくば市 １６年度
まちづくり特
例市移譲事務

日立市 １５年度
まちづくり特
例市移譲事務

つくば市 １６年度
まちづくり特
例市移譲事務

日立市 １５年度
まちづくり特
例市移譲事務

つくば市 １６年度
まちづくり特
例市移譲事務

10
商工会議所法第12条
第1項

商工会議所が賦課す
る負担金の許可

日立市 １５年度
まちづくり特
例市移譲事務

2 家庭用品品質表示法
第４条第１項等

品質表示に関する指
示等

3 消費生活用製品安全
法第83条第1項等

販売事業者に対する
報告の徴収等

4
鳥獣の保護及び狩猟
の適正化に関する法
律第９条第１項等

7 身体障害者福祉法第
15条第1項等

身体障害者手帳の交
付等

8 水道法第37条 簡易専用水道の給水
停止命令

9 茨城県給水施設条例
第23条

小簡易専用水道の給
水停止命令
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NO. 法令等の名称 事務の内容 移譲先 予定時期 備考

土浦市 １５年度
まちづくり特
例市移譲事務

つくば市 １６年度
まちづくり特
例市移譲事務

日立市 １５年度
まちづくり特
例市移譲事務

つくば市 １６年度
まちづくり特
例市移譲事務

農地等の権利移動の
許可等

各市町村 １５年度

農地転用の許可等 ひたちなか市 １５年度
まちづくり特
例市移譲事務

14
土地改良法第95条第

1項等
農協等の土地改良事
業の認可等

各市町村 １６年度

15
茨城県港湾施設管理
条例第3条第1項等

港湾施設の使用の許
可等（鹿島港の運動
施設）

鹿嶋市 １５年度

市街化調整区域の開
発行為の許可等

つくば市，ひた
ちなか市

１５年度
まちづくり特
例市移譲事務

都市計画施設の区域
内での建築の許可等

日 立 市 ， 土 浦
市，高萩市，北
茨城市，ひたち
なか市

１５年度

17
茨城県景観形成条例
第２８条第１項等

大規模行為の届出等

日 立 市 ， 土 浦
市，高萩市，北
茨 城 市 ， 取 手
市，つくば市，
ひたちなか市

１５年度

18
都市再開発法第７条
の４第１項等

市街地再開発促進区
域内における建築物
の建築の許可等

土浦市 １５年度
まちづくり特
例市移譲事務

19
建築基準法第86条第

3項等

複数建築物に関する
特例の許可の申請の
受理及び知事への送
付等

各市町村(建築主
事を置かない市町
村に限る)

１５年度

優良宅地造成の認定
等

つくば市，ひた
ちなか市

１５年度
まちづくり特
例市移譲事務

認定を受けた造成計
画の変更の認定等

水 戸 市 ， 日 立
市，土浦市，つ
くば市，ひたち
なか市

１５年度

土浦市 １５年度

北茨城市，ひた
ちなか市，大洗
町

１６年度

11
火薬類取締法第17条
第1項等

火薬類の譲渡又は譲
受の許可等

12
電気用品安全法第45
条第1項等

販売事業者に対する
報告の徴収等

13 農地法第3条第1項等

16
都市計画法第29条第

1項等

20
租税特別措置法第28
条の4第3項第5号ｲ等

21

茨城県風致地区内に
おける建築行為等の
規制に関する条例第
2条第1項等

風致地区内における
建築行為等の許可等

まちづくり特
例市移譲事務
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（別紙６）

国に対し権限移譲を求める事務

NO. 事務の名称等 根拠法令等

1 都道府県への職業紹介業務権能の付与
職業安定法第３０条，第３３
条

2 商工会議所設立認可等権限 商工会議所法第２７条

3 ＣＡＴＶ開設許可等権限
有線テレビジョン放送法第３
条

4
前払式割賦販売業者等に対する営業許可，是正措置命
令等の権限

割賦販売法第２０条等

5 バス事業に係る許可・認可等権限 道路運送法第４条，２１条等

6 産業廃棄物処理施設等の基準等の設定権限
廃棄物の処理及び清掃に関す
る法律第１５条，第１５条の
２

7 ４ha超の農地転用の許可権限 農地法第４条，第５条

8 保安林の指定・解除権限 森林法第２５条，第２６条

9 保安施設地区の指定・解除権限 森林法第４１条，第４３条

10 砂防指定地の指定・解除権限 砂防法第２条

11 地すべり防止区域の指定・廃止権限
地すべり防止法第３条，第５
１条

12 国定公園の公園計画の決定権限 自然公園法第１２条

13 都道府県土地改良連合会の設立許可等権限 土地改良法第１１１条の１３

14 種畜等検査権限 家畜改良増殖法第４条

15 地方労働委員会への規則制定権の付与
労働組合法第２６条、労働委
員会規則

16 水道事業に係る認可権限 水道法第６条

17 民生委員の委嘱権限 民生委員法第５条

18
社会福祉士，介護福祉士など国家資格養成施設の指定
の際の意見提出権能の付与

社会福祉士及び介護福祉士法
第７条，第３９条等

19
栄養士，調理師，製菓衛生師に係る養成施設の指定権
限

栄養士法第２条，調理師法第
３条，製菓衛生師法第５条

20
少人数指導加配定数等を含めた義務教育諸学校教職員
定数全体の弾力的配置に関する権能の付与

公立義務教育諸学校の学級編
制及び教職員定数の標準に関
する法律第７条等
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（別紙７）

国に対し見直しを求める関与

NO. 事務の名称等 根拠法令等

1
２ha超４ha以下の農地転用許可に係る農林水産大臣と
の協議

農地法附則

2
都道府県土地利用基本計画の策定等に関する国土交通
大臣との同意を要する協議

国土利用計画法第９条等

3
都市計画の区域区分等の決定・変更等に係る農林水産
大臣との協議

都市計画法第２３条

4
区域区分の定められていない都市計画区域における用
途地域決定についての地方農政局との調整（協議）

農林水産省次官通達

5
近郊整備地帯における用途地域等の都市計画決定に係
る国土交通大臣との同意を要する協議

都市計画法第１８条，都市計
画法施行令第１２条

6
農業振興地域整備基本方針の作成等に関する農林水産
大臣との同意を要する協議

農業振興地域の整備に関する
法律第４条等

7
地域森林計画の策定等に係る農林水産大臣と同意を要
する協議

森林法第６条

8
都道府県立自然公園の特別地域の指定等に係る国の関
係地方行政機関の長との協議

自然公園法第４６条

9
都道府県自然環境保全地域の特別地区の指定等に係る
環境大臣との協議

自然環境保全法第４９条

10 都道府県道の認定に当たっての国土交通大臣との協議 道路法第７４条

11
大臣認可を受けた埋立地等における許可事務について
の国への報告、協議

公有水面埋立法第２３条，２
７条，２９条

12 公営住宅の用途廃止についての国土交通大臣の承認 公営住宅法第４４条

13 漁業調整規則の制定等に係る農林水産大臣の認可 漁業法第６５条

14 都道府県による公衆浴場入浴料金統制の義務付け
物価統制令第４条，公衆浴場
入浴料金の統制額の指定に関
する厚生労働省令第２条

15 人事委員会の会議開催要件 地方公務員法第１１条

16 保健所長の医師資格要件 地域保健法施行令第４条

17
社会福祉主事、児童福祉司、身体障害者福祉司、知的
障害者福祉司、と畜検査員に係る任用資格を含めた必
置規制

社会福祉法第１８条、児童福
祉法第１１条，身体障害者福
祉法第１２条，知的障害者福
祉法第１１条等

18
児童相談所の建築等に要する費用負担に関する同意を
要する協議

児童福祉法施行令第１５条
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NO. 事務の名称等 根拠法令等

19

職業能力開発等に関する審議会，地方精神保健福祉審
議会，都道府県生活衛生適正化審議会，結核審査協議
会，感染症審査協議会，地方社会福祉審議会，都道府
県児童福祉審議会に関する必置規制

職業能力開発促進法第１９
条，精神保健及び精神障害者
福祉に関する法律第１２条，
生活衛生関係営業の運営の適
正化及び振興に関する法律第
５８条等

20 公立博物館の設置及び運営に関する基準
博物館法第八条，公立博物館
の設置及び運営に関する基準
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（別紙８）  大規模建設事業等一覧 
  ○ 大規模建設事業                                       （単位：億円） 
 番号  事   業   名  概算事業費  Ｈ１５事業内容等 
  １  新線事業主体等支援事業   約 1,463  出資金，貸付金 
  ２  空港整備推進事業   約   250  左は直轄事業費ベース 
  ３  いばらきブロードバンドネットワーク整備事業   約    14  工事 
  ４  霞ヶ浦環境センター（仮称）整備事業   約    38  工事 
  ５  公共処分場整備推進事業   約    22  補助金 
  ６  やさしさのまち「桜の郷」整備事業   約   212  造成工事，諸調査 
  ７  中央看護専門学院整備事業   約     7  増改築工事 
  ８  畜産センター整備事業   約   188  休止中 
  ９  水郷県民の森整備事業   約    39  設計，工事 
  10  牛久警察署（仮称）整備事業   約    19  工事 
  11  警察航空隊庁舎建設整備事業   約     9  測量等 
  12  つくば養護学校（仮称）整備事業   約    51  基本設計 
  13  がん対策拠点施設整備推進事業     未定  基本構想策定 
  14  メディアパークシティ整備事業     未定  構想・内部検討中 
  15  ひたちなか国際展示場整備事業     未定    〃 
  16  奥久慈川遊びの郷整備事業     未定    〃 
  17  つくばグリーンパーク整備事業     未定    〃 
  18  波崎レクリェーション拠点整備事業     未定    〃 
  19  県北生涯学習センター整備事業     未定    〃 
  20  吾国山洗心館整備事業     未定    〃 
  21  公害技術センター再編整備事業     未定    〃 
  22  県立身体障害施設再編整備事業     未定    〃 

 
  ○ 大規模イベント                                       （単位：億円） 
 番号  事   業   名  概算事業費  開催時期 
  １  第45回自然公園大会   約   1.5  Ｈ１５年７月 
  ２  第12回地域伝統芸能全国フェスティバル 

 第4回地域伝統芸能による豊かなまちづくり大会 
  約   1.5  Ｈ１６年秋 

  ３  第56回全国植樹祭   約 7～ 9  Ｈ１７年５月頃 
  ４  第18回全国生涯学習フェスティバル   約   3.5  Ｈ１８年秋 
  ５  第20回全国健康福祉祭(ねんりんピック)   約13～14  Ｈ１９年秋 
  ６  第23回国民文化祭   約    20  Ｈ２０年秋 

 
  （注）概算事業費は，平成15年2月時点のものである。 
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茨城県行財政改革推進懇談会委員名簿 
（５０音順 敬称略） 

氏  名 役    職    等 専門部会 

荒 田 英 知 ＰＨＰ総合研究所主任研究員 行政システム改革部会 

石 島 弘 之 （社）茨城県医師会副会長  

臼 井 多賀子 (社)ガールスカウト日本連盟茨城県支部トレーナー 行政システム改革部会 

海老沢 政 次 日本労働組合総連合会茨城県連合会会長 行政システム改革部会 

木 村   久 茨城むつみ農業協同組合理事 財政システム改革部会 

鈴 木 勝 蔵 ㈱エスエスケー社長 財政システム改革部会 

○ 田 中 重 博 茨城大学人文学部教授 ☆行政部会・財政部会 

友 末 忠 徳 ㈱茨城新聞社社長 財政システム改革部会  

根 津 久美子 茨城県地域活動連絡協議会会長 行政システム改革部会 

◎ 幡 谷 祐 一 茨城県信用組合理事長  

福 田 勝 之 （社）日本青年会議所関東地区協議会茨城ブロック協議会会長 財政システム改革部会 

松 本 由美子 茨城県女性団体連盟代表 財政システム改革部会 

村 田 康 博 波崎町長 行政システム改革部会 

森   秀 男 ㈱山森会長 行政システム改革部会 

兪     和 茨城大学人文学部助教授 ☆財政部会・行政部会 

◎印 会長  ○印 副会長              ☆専門部会長 
 

専門委員名簿 
（部会順・５０音順 敬称略）    

氏  名 役    職    等 専門部会 

井 上   繁 常磐大学コミュニティ振興学部教授 行政システム改革部会 

鬼 澤 慎 人 茨城県経営品質協議会代表幹事 行政システム改革部会 

宮 崎 正 寿 高崎経済大学地域政策学部教授 行政システム改革部会 

池 田 雄 一 税理士 財政システム改革部会 

兼 村 高 文 明海大学経済学部教授 財政システム改革部会 

川 又   諭 ㈱日立ライフ代表取締役社長 財政システム改革部会 

高 端 正 幸 （財）東京市政調査会研究員 財政システム改革部会 
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第三次行財政改革大綱策定経過第三次行財政改革大綱策定経過第三次行財政改革大綱策定経過第三次行財政改革大綱策定経過 
  
行財政改革推進本部・幹事会 行財政改革推進懇談会・専門部会 県議会・その他 

 ５月 ７日  推進本部幹事会 
           （策定方針等検討） 

 ５月 ９日  推進本部会議 
           （策定方針等決定） 

 
 
 
 
 ５月１４日 第１回懇談会 

              （策定方針等説明） 

 

  ６月 ３日  第１回行政部会 
 ６月 ５日  第１回財政部会 

               （主な論点検討） 
 
 
 ６月１７日 県議会常任委員 
       会 

       （改革の視点等説明） 
  ７月 １日  第２回財政部会 

 ７月 ９日  第２回行政部会 
               （主な論点検討） 

 

  ８月 ６日  第３回財政部会 
 ８月 ７日  第３回行政部会 

               （主な論点検討） 
 ８月２６日  第２回懇談会 

  （論点整理，有識者ヒアリング） 

 

  
 
 ９月２４日  第４回行政部会 
 ９月２６日  第４回財政部会 

           （改革の方向等検討） 

  ９月１１日 県議会常任委員 
       会 

           （論点整理等説明） 

 
１０月１７日  推進本部幹事会 

      （中間取りまとめ案検討） 

１０月１５日  両部会長検討会 
       （中間取りまとめ案検討） 

 
 
１０月２２日  第５回行政部会 
１０月２２日  第５回財政部会 

       （中間とりまとめ案検討） 

 
 
 
 
 
 
１０月２８日 政策幹部会議 

     （中間取りまとめ案検討） 
１１月 ５日 推進本部会議 

       （中間取りまとめ決定）   
 
 
１１月１８日 第３回懇談会 

         （中間取りまとめ報告） 

 
１１月１２日  県議会常任委員 
       会 

       （中間取りまとめ報告） 
 
 
１１月１８日～１２月１７日 

               県民意見募集 
  １月２３日  推進本部幹事会 

               （最終案検討）  
  １月２７日  第６回行政・財政 
       部会（合同部会） 
  １月３１日  第７回行政・財政 
       部会（合同部会） 
               （最終案検討） 

 

  
  ２月２４日 第４回懇談会 

           （最終案取りまとめ） 

  ２月 ３日 政策幹部会議 
              （最終案検討） 

  ３月 ３日 推進本部会議 
             （大綱決定） 

  
  ３月１１日  県議会常任委員 
       会 

                （大綱報告） 
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